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第６回総務文教常任委員会会議録 

 

１ 開会日時 平成28年６月17日（金）午前10時０分 

２ 閉会日時 平成28年６月17日（金）午後０時52分 

３ 会議場所 議会委員会室 

４ 出席委員        

       １番 佐々木雄司君   ２番 光成 良充君   ９番 松田  勲君 

      １０番 北川 勝義君  １４番 下山 哲司君  １６番 実盛 祥五君 

      １７番 金谷 文則君 

５ 欠席委員 

      な  し 

６ 説明のために出席した者 

      市    長  友實 武則君      副  市  長  内田 慶史君 

      教  育  長  杉山 高志君      総合政策部長  原田 昌樹君 

      総合政策部参与  徳光 哲也君      総 務 部 長  前田 正之君 

      財 務 部 長  直原  平君              正好 尚昭君 

              入矢五和夫君              荒島 正弘君 

      消防本部消防長  黒沢 仁志君              小竹森美宏君 

              遠藤 健一君      総 務 課 長  原田 光治君 

      くらし安全課長  中川 裕敏君      財 政 課 長  藤原 義昭君 

      管 財 課 長  小坂 憲広君      税 務 課 長  末本 勝則君 

      収納対策課長  土井 常男君      監査事務局長  元宗 昭二君 

      会計管理者  栗原 雅之君      教育総務課長  藤井 和彦君 

      学校教育課長  石原 順子君              土井 道夫君 

      中央公民館長  高橋 浩一君      中央図書館長  三宅 康栄君 

              久山 勝美君              稲生真由美君 

              井元 官史君 

７ 事務局職員出席者 

      議会事務局長  奥田 吉男君      主    事  松尾 康平君 

８ 審査又は調査事件について 

       １）議第４１号 財産の取得について 

       ２）議第４２号 赤磐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

（赤磐市条例第19号） 

中央学校給食センター 
所    長 

熊 山 支 所 
市民生活課長 

社会教育課長兼 
スポーツ振興課長 

消 防 本 部 
消防総務課長 

熊山支所長兼 
市民生活部参与 

赤坂支所長兼 
市民生活課長 
吉井支所長兼 
市民生活課長 
消防本部消防次長兼 
警 防 課 長 

まち・ひと・しごと 
創 生 課 長 
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       ３）議第４３号 平成28年度赤磐市一般会計補正予算（第２号） 

       ４）その他 

９ 議事内容 別紙のとおり        
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              午前10時０分 開会 

○委員長（北川勝義君） おはようございます。 

 ただいまから第６回総務文教常任委員会を開会したいと思います。 

 開会に先立ち、友實市長のほうから御挨拶お願いしたいと。 

○市長（友實武則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、友實市長。 

○市長（友實武則君） 失礼します。皆さんおはようございます。 

 本日は、本当にお忙しい中、総務文教常任委員会をお開きいただきましてありがとうござい

ます。 

 なお、本日の協議のお願いをする案件でございますけども、６月定例市議会で付託されまし

た案件及び平成28年度の事業の進捗状況、それに加えて各種お知らせがございます。何とぞよ

ろしくお願いを申し上げます。 

 そして、この場をおかりして、１件御報告をさせていただきながら、お礼も申し上げたいと

思います。 

 ５月29日に開催されましたが、岡山県消防操法訓練大会、赤磐市の代表として吉井方面隊第

１分団第３部が出場しました。この大会に当たっては、議員の皆様方にも現地で温かい御支

援、御声援を賜りました。まことにありがとうございました。団員皆さんの励みになっており

ます。今後とも温かい御支援をお願いしながら、お礼を述べさせていただきます。ありがとう

ございました。 

 それでは、きょうもよろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） 御苦労さまでした。ありがとうございました。 

 それでは、これから委員会の審議に入りますが、入る前に、私のほうへ教育次長の奥田次

長、秘書企画課長の杉原課長等が病気と、それから葬儀のため欠席しておりますので、申し添

えております。 

 それでは、これから委員会の審査に入りたいと思います。 

 当委員会に付託された案件は、議第41号財産の取得についてから議第43号平成28年度赤磐市

一般会計補正予算（第２号）までの３件であります。 

 それではまず、議第41号財産の取得についてを議題とし、これから審査を行いたいと思いま

す。 

 執行部のほうから補足説明がありましたらお願いしたいと思います。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、小竹森次長。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） それでは……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと、これは、こういう場合にはどっちを言やあええんなら。
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徳光参与のときもあった、消防次長でええか、どう言やあええ。 

○消防本部消防長（黒沢仁志君） 次長で結構です。 

○委員長（北川勝義君） 次長でええな。両方言ようても。済いません。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） それでは、議第41号財産の取得についての

細部説明をさせていただきます。 

 資料のほうは一番下にあります消防本部の資料、表紙をごらんください。 

 このたびの財産取得につきましては、高規格救急自動車の購入になります。平成28年５月

19日の指名競争入札の結果に基づきまして、岡山県岡山市中区高屋161番地、岡山日産自動車

株式会社代表取締役若林信吾を相手方としまして、平成28年５月30日付で仮契約を締結させて

いただいております。納入後は、本所へ配備するものでございます。 

 簡単ではございますが、以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明が終わりました。 

 これから審査を行いたいと思います。 

 質疑ありませんか。 

 はい、松田委員。 

○委員（松田 勲君） 済いません、以前も購入された、何年かちょっと前に購入されたんで

すけど、かなり結構な値段だったような気がするんですけど、それと同じぐらいですか。ちょ

っと金額忘れたんですけど、そのときには何かかなり機能的にいろんな機能がついて……。 

○委員長（北川勝義君） 高機能じゃけえな、高規格消防車。 

○委員（松田 勲君） だったと思うんですけど、今回の機能的な特徴とか、もしわかれば教

えていただきたい。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、小竹森次長。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 金額につきましては、そこに記載しており

ますとおり3,051万円。以前の平成26年に購入しました救急車、これの金額が2,882万6,880円

となっております。このときの消費税は５％でした。 

 機能につきましては、26年度に購入した高規格救急自動車と特に大きな変化はございませ

ん。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 装備が入ったんじゃな。装備の関係は。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 装備も以前の救急車とほぼ変わっておりま

せん。 

○委員長（北川勝義君） 装備は同じ。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） はい。 
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○委員長（北川勝義君） はい、松田委員。 

○委員（松田 勲君） 以前購入したときには、あれは吉井に配属だったんですか。今回は本

庁ですか、ちょっと確認願いたいんですけど。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、小竹森次長。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 平成26年度に購入した救急車、これは本署

に配備しております。それから、昨年は消防ポンプ自動車を購入しておりますが、これは北の

出張所へ配備しております。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、救急車はどこじゃった。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 本署です、以前の26年度の分は。 

○委員長（北川勝義君） これも本署かな。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） はい、このたびの救急車も本署の配備とな

ります。 

○委員長（北川勝義君） 消防車が北じゃったんじゃな。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） はい。 

○委員（松田 勲君） 消防車じゃったんじゃな。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと僕のほうが１個。この古い救急車じゃな、救急車じゃな、

今の。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） はい。 

○委員長（北川勝義君） これはどこへ持っていくわけ。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） たびたび御説明させていただいております

が、平成13年の消防庁からの……。 

○委員長（北川勝義君） じゃけん、どこへ持っていくんならというて聞きょんじゃが。それ

もう答え言うてくれえっちゃ。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 廃車の方向で考えております。 

○委員長（北川勝義君） 下取りはせえで、いや僕なあ何でこういうことを言うというたら、

15年ほどたっとる車じゃろう。わしゃ古いの好きなけえなあ、買うてもええんじゃけど。救急

車は要らんけど、それ冗談、救急車じゃ。今でももう機能しょうるわけじゃろうということを

言ようるわけ。その13年のでもな、高規格じゃのうても。じゃあから、予備車というんじゃね

えけど、廃車で下取りでとってもらえるというんじゃったらわかる。下取りもとってくれん、

何もせんというんじゃったら、消防車やこうじゃったら、どっか火事のとき置いとっても救急

でええんじゃけど、消防車じゃねえ救急車じゃけえな。何か下取りとっても、何かあってもえ

えんじゃねえかなあと思うて、これどう。13年じゃからとらんというて、なあ。小竹森次長わ

かるかな、僕の聞きょうる質問というんが。とってくれりゃあええのに、とらんのんかな。 
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○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 下取りという形では今までとってもらった

ことはないと思います。 

○委員長（北川勝義君） それで、廃車したら廃車手数料やこう、廃車誰が出すん。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） このたびの仕様書のほうでは別途協議とい

うことにしておりますんで、それも手続手数料、これも含めた形で相談というか……。 

○委員長（北川勝義君） 今なあ、鉄やこうな、僕ちょっと腰を折るけど、ぼうれえトラック

でも、せえから軽四でも、鉄の会社が、安田産業じゃとか共栄とかどこでも、長崎でもどこで

も、１万円とかでとりに来て、持って帰ってくれるんじゃ。車、乗用車クラウンが１台じゃっ

たら１万5,000円でお金くれるわけじゃ。こっちゃ処理料出してするという、協議。そりゃあ

安心しとんじゃろう、そりゃあぴちっと名前がな。警察やこうで名前が残ったらおえんとか、

郵政のカブやこうかな、あんなの残っちゃおえんというのあるけど、廃車ぴちっとしてもろう

て、してもらやあええんじゃねえんかな、そりゃあ。どんなんで、そこんとこは。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 廃車ですか。 

○委員長（北川勝義君） いや、廃車して、解体してもらやあええ。 

○委員（下山哲司君） きちっと説明せえや。 

○委員長（北川勝義君） お金が要るという話しょんじゃ。 

○委員（下山哲司君） 許可をもらうときに、もう継続ができん車じゃろうが。廃車しかない

んじゃから、福祉自動車じゃから。それをきちっと説明せえ。 

○委員長（北川勝義君） 違う、そねえなことはわかる。廃車するのによそのとか、また下山

さんが口挟んで、違う。廃車するときにゃあ、廃車したら、普通じゃったら、あなたの乗りょ

うる車じゃったら、廃車したら、解体屋が持って帰ってくれて、自動車屋が持って帰ってくれ

て、１万円とか１万5,000円処理料くりょうと言うたんじゃ、お金くりょう言うたんじゃ、持

って帰るから。じゃあから、救急車じゃったら、あれも鉄やアルミがあろうから、ほんなら１

万円とか何ぼかくれるんじゃ。うちが手数料出さんでもくれるんじゃねえかということを言う

たんじゃ、別途協議の。わからんかな、言ようること。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） いや、わかります。 

○委員長（北川勝義君） じゃあから、今例で安田産業とか長崎じゃとか、せえから共栄じゃ

とか、皆持って帰るんじゃ。それを今聞きょうたわけ。じゃけえ、お金が要るんかというて

話。下山さんが言よんのは、特殊車両は廃車せにゃあおえんのはわかるんよ、そのことを言よ

うるわけ。前は救急車でも置いときゃあええというて、置くことも、熊山の工業団地へ置こう

ということもあったからな。そこんとこ言ようる。難しいこと、何万円のことを、小めえ話し

しょんじゃねえんじゃけど、どんなんかなあと思うた。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、小竹森次長。 
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○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 旧車両の処分につきましてですけれども、

今伺いましたことも含めまして、廃車を考えておりますが、ほかにもオークションでの売買と

か、それから開発途上国への贈与等を行っている消防本部もあると聞いております。その辺も

含めて、まだ期間もありますので、研究のほうをさせていただきたいと考えております。 

○委員長（北川勝義君） 僕は、ちょっと言うたらくでえけど、その難しい、途上国であろう

と、いろいろしてあげるのは、許可ができるんじゃったらええんじゃ、それで。せえから、イ

ンターネットで売るとかというて、そりゃちょっとわからんけど、変な話、それは抜きとし

て。僕は今市長、財政がやっぱりアクションプランして、ただの１万円でも２万円でも、はっ

きり言うて１万円じゃったら、５万円じゃったら捨てときゃあええんじゃと。１億円じゃった

ら大事にせにゃあおえん。これも１万円がずうっと積み重なって何億円。大きいゼネコンの会

社が小めえから100万円の工事ロスせんよ。100万円の工事積み重ねていって何億円のするんじ

ゃから、この赤磐全体でいうたら、そういう消防車でももし売れたり、例えば役場のここの乗

用車がありますわな、クラウンならクラウンでもよろしいが。それが廃車せにゃあおえんよう

になったときに、廃車しても廃車手数料で売却したら、それが赤磐市のために財産として１万

円でも入ってくりゃあ、それを積み上げていったら大きいんじゃねえかということを言いたか

ったんで、けちな話をしょんじゃねえんよ。途上国へあげるとかということは、そういうこっ

ちゃったら大歓迎せにゃあおえんし、そういうことは歓迎するんよ。今ちょっと思うたんで。

小竹森次長や消防長がしょうること、けちをつけてやりょんじゃのうて、ただのちょびっとで

も入るようにしていただきてえなと思うたん。 

 それで松田さんが質問したことで、僕ちょっと機能が全く同じで、たしか下山さんが委員

長、消防車高えぞなあというてやったことがあるぞな。そうしたら、何かハマーが横へ向い

て、狭いとこをきゅっと回って入る。消防車かどっちか忘れたが、言ようて、前より約170万

円ほどか高うなっとるな。消費税が３％上がっとるけえというのあるんじゃけど、ちょっと消

防車というのは、これ相場があって、ねえもんかな、救急車というのは。いやいや、大体いっ

つも、変な話が、26年に入れたわけじゃろう。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） はい。 

○委員長（北川勝義君） ことしは28年に入れたわけじゃろう、２年間じゃろう。大体言う

て、何か型が変わったとか……。前トヨタじゃったかな。前トヨタじゃったかな。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） はい、トヨタです。 

 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 前トヨタじゃったかな。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） はい、トヨタです。 

○委員長（北川勝義君） 前トヨタで、今度は日産か。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 日産です。 
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○委員（松田 勲君） 今回入札は。２社。 

○委員長（北川勝義君） ２社しかなかった。２社しかなかったんじゃ。 

○委員（松田 勲君） 金額は。 

○委員長（北川勝義君） せえでちょっと今思うて、僕は使われる消防、もうこれ以上難し

い、消防が使われる人が使いやしいんが一番ええと思うんじゃ。じゃけん、これでええんじゃ

けど、それしたんじゃろうけど、何か170万円高えというたら、何か２年ほど違ったらそんな

んかなあと。機能がじゃけんちょっとようなったんかなあと、ちょっと思ようたんじゃ。機能

一緒じゃったら。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、小竹森次長。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） 消費税の関係もあります。それから……。 

○委員長（北川勝義君） ３％で、消費税は。 

○消防本部消防次長兼警防課長（小竹森美宏君） それから、積載する資機材、これも若干の

機能強化はあると思います。その関係の値段の上昇等も考えられます。 

○委員長（北川勝義君） ３％というたら90万円か。悪い悪い、消費税、わし９万円ぐれえと

思ようた。90万円かな、消費税が。消費税が90万円になるんじゃったら、150万円でも、六、

七十万円が装備が上がったというこっちゃな。悪い悪い。いや、僕ちょっと９万円ほどと勘違

いしとった。わかりました。 

 ちょっとこんなことを言うちゃあおえんのんじゃけど、前変なことばあ僕が言ようた、トヨ

タと日産しかやりょうらんわな。前は消防車のときはいすゞがあったりしたが、救急車も。だ

から、今しょうらんのんかもしれんで、いすゞは。今ちょっと言やあ、岡山日産とか岡山トヨ

タじゃねえとできんというてやりょうるけど、そうじゃのうて、ちょっと管理はどこでもして

くれるが。してくれると思うんじゃ。ちょっと広げたほうがええんじゃねえかなあと思うたん

で。 

 もし、ちょっと要らんことを、もしの話をしちゃあおえんけど、消防長、もし13年の消防車

が、救急車でも、もしこれ買うてくれなんだら、使えるんじゃろう、十分。 

○消防本部消防長（黒沢仁志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、消防長。 

○消防本部消防長（黒沢仁志君） 現在使っておりますので、きょうにあしたにどうのこうの

ということはありません。ただ、車両ももう17万キロ近くなっておりますし……。 

○委員長（北川勝義君） 調子ええばあじゃがな。 

○消防本部消防長（黒沢仁志君） 積載しとる医療機器が耐用年数でいいますと８年前後のも

のが多いんですが、それも保守点検をしながら現状の性能維持させておりますので、これ以上

使うとなりますと、そこら辺が生命に支障が出るような、支障が出たらいけませんので、そう
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いったことから整備計画を定めまして、更新年度で更新をさせていただくということにしてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） いや、僕は逆に、赤磐医師会病院へやったり、佐伯北診療所や熊山

診療所というたら乗れんけん、いろいろあるけど。やりゃあええんかなあと思ようたんじゃ。

そねえなことできんのんじゃろう、そりゃあ。途上国とかじゃねかったら。 

○消防本部消防長（黒沢仁志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、消防長。 

○消防本部消防長（黒沢仁志君） 以前、高規格救急車を医師会病院のほうが望まれまして、

中の装備等についてはあと医師会病院のほうでやるからということで、一応贈呈をさせていた

だいた経緯はあります。しかしながら、今回まだその車がありますので……。 

○委員長（北川勝義君） 原則的には古いからというこっちゃな。小竹森次長言ようた、古い

から年数がというあれじゃな。 

○消防本部消防長（黒沢仁志君） はい、そうです。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。 

 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） もう一個、この若林信吾というのは、若林というたら三好野と関

係。 

○消防本部消防長（黒沢仁志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 消防長。 

○消防本部消防長（黒沢仁志君） 済いません、ちょっとその関係はちょっと。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、わしは何とのう思うただけじゃ。 

○消防本部消防長（黒沢仁志君） 把握しておりません。済いません。 

○委員長（北川勝義君） はい、済いません。 

 他になければ、これで終わりたいと思います。 

 続いて、議第42号赤磐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例（赤磐市条例第19号）を議題とし、これから審査

を行いたいと思います。 

 執行部のほうから補足説明がありましたらお願いしたいと思います。 

○総務課長（原田光治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、原田課長。 

○総務課長（原田光治君） それでは、総務部資料の１ページをおはぐりください。 

 議第42号赤磐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用に関する条例についてですけども、番号におきまして市独自の事務にお
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いて個人番号を利用する場合、条例で定める必要があることから、今回制定させていただくこ

とになりました。 

○委員長（北川勝義君） 聞こえんぞ、原田。 

○総務課長（原田光治君） 実際の庁内情報連携につきましては、来年７月からになるんです

けれども、自治体間での連携等も想定されてまして、それを含めまして、準備期間を要するこ

とから、この６月のほうで条例制定をお願いするものになります。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明が終わりました。 

 委員の皆さん、何か質問ありませんか。 

 こりゃわけわからんな、これ。この議第42号のつけるのは、何のためにこれしたわけ、条例

設置。 

○総務課長（原田光治君） マイナンバーを市独自の事業で利用する場合に……。 

○委員長（北川勝義君） なかったから、こしらえたわけ。 

○総務課長（原田光治君） はい。なかったものを……。 

○委員長（北川勝義君） 国の準ずるになかったからこしらえたということかな。 

○総務課長（原田光治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 原田課長。 

○総務課長（原田光治君） 国の法律に基づきまして、マイナンバーを利用できる事業という

のは法律で定めがあるんですけども、その法律に定めのない市独自の事業においてマイナンバ

ーを利用しようとする場合に、各自治体で条例に定める必要があることから、そのための条例

……。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、原田課長、第13条を削除しょう。それで第４条関係で別

紙表第２表をつけるわけじゃろう。詳しゅう右側へつけとるが。例えば言うたら、住民票関係

情報とか書いとるが。それがあったら、もう初めから、そのとき１番のときにそれをしときゃ

あえかったんじゃろう。第13条のとき、最初に、そこまでを。 

○総務課長（原田光治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、原田課長。 

○総務課長（原田光治君） 個人情報保護条例の第13条では、いわゆる法律に規定があるもん

だけの利用を想定しておりまして……。 

○委員長（北川勝義君） じゃけん、僕の言よんのは、事務のほうだけしとるけど、最初から

特定個人情報というのをこしらえとったら、もう要らなんだんじゃろうということを言ようる

わけ。極端な話ししたら、第13条のとこの削除するとこへ、こっち側をつけとったら、追加で

つけとったらええんじゃねえんかということを言いたかった。違うん。 

○総務課長（原田光治君） 委員長。 
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○委員長（北川勝義君） 原田課長。 

○総務課長（原田光治君） 結果としてはそういうことになります。 

○委員長（北川勝義君） ほんならわかった。削除とあれになるけん、普通じゃったら、こう

いう場合は条例、よう今ごろわからんのじゃけど、本来じゃったら、これつけ加えるんでええ

んじゃねえんか、本当は。 

○総務課長（原田光治君） 委員長、済いません。 

○委員長（北川勝義君） 課長。 

○総務課長（原田光治君） 個人情報保護条例のほうで、そのもとの条例のほうでいわゆるマ

イナンバーの利用の想定してなかったもんですから……。 

○委員長（北川勝義君） わかるよ。ちょっとくでえなあ、もうこんなことで時間とらんでも

ええんじゃけど、早え話が第13条のここのこっち側の、事務だけじゃのうて、こっちへありゃ

あ、これ追加でもえかったんじゃねえかということを言いたかったわけ。表２をせんでも、別

表第２表をつくらんでも、追加をここ、特定個人情報というのをつけときゃあえかったんじゃ

ねえかということを言いたかった。そういう方法は間違いかな。 

○総務課長（原田光治君） いえ、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、原田課長。 

○総務課長（原田光治君） 条例の策定の手法の経過でそういうふうに、当市の場合はちょっ

と別建てになってしまいましたけども、１つでつくる方法もあったかと思います。 

○委員長（北川勝義君） ほんならええよ、それじゃったらええんじゃ。ほんなら納得したん

で。いやいや、つけ加えたら簡単なと思うたんじゃ、削除で。 

○委員（下山哲司君） ダブっちゃいけんけ削除しとるだけのことじゃろ。 

○委員長（北川勝義君） ほん、そうせんでもええように思うて。わかりました。 

 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、これで終わりたいと思います。 

 次に、議第43号平成28年度赤磐市一般会計補正予算（第２号）を議題とし、これから審査を

行いたいと思います。 

 執行部からは、歳入歳出についての補足説明がありましたらお願いしたいと思います。 

 これにつきましては一括で総合政策部から順次説明願いたいと思うので、よろしくお願いい

たします。ごめんごめん、議会事務局から行きますから、それから総合政策部と、順次説明願

いたいと思います。 

 それで、皆さんにお諮りしますが、質疑については一括で質疑を受けたいと思いますんで、

多少前後しても構いませんから、そういうふうにさせていただいてよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（北川勝義君） それでは、そのようにさせていただきます。 

 はい、議会事務局長。 

○議会事務局長（奥田吉男君） それでは、今回の平成28年度の補正予算について、議会費の

補正予算についての補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳出につきまして、予算書の８ページをお開きください。予算説明書に関しましては

10ページ、11ページとなります。 

 内容といたしましては、百条委員会に係る経費103万6,000円を当初予算に計上いたしており

ましたが、本年３月に委員会のほうが廃止されましたため、その経費を削減するものでござい

ます。 

 内容としましては、予算書の８ページのとおり、９節旅費から13節委託料までの合計金額

103万6,000円でございます。 

 補足説明は以上です。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 徳光参与。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） それでは、総合政策部の資料をごらんください。ページは

１ページのほうになります。 

 そちらのほうに一般会計補正予算（第２号）、秘書企画課の分を上げておりますが、まず歳

入でございます。 

 補正予算書では６ページ、説明資料では８から９ページになります。 

 17款の寄附金でございますけども、その中のふるさと赤磐応援寄附金でございます。当初

3,000万円の歳入を見込んでおりましたけども、好調によりまして今回、当初と同じ3,000万円

の追加をお願いするものでございます。 

 なお、５月31日現在では、歳入が3,482万円、件数で1,141件となっておりまして、昨年同期

でいいますと、金額で約3.3倍、件数で3.9倍という大幅な伸びを示しております。 

 続きまして、歳出でございますが、こちらは補正予算書の８から９ページ、説明資料では

10から13ページをごらんください。 

 まず、２款の総務費の中の企画費でございますが、企画関係事業といたしまして、先ほどの

歳入にありましたふるさと赤磐応援寄附金の増によりまして、寄附者に対する謝礼等の増額を

させていただいております。報償費といたしまして謝礼1,000万円。それから、役務費でござ

いますけども、ふるさと応援寄附金の代行手数料あるいは公金サービスの手数料等421万

2,000円を見込んでおります。 

 続きまして、シティプロモーション事業でございますが、これにつきましては、３月の専決

を行っております補正（第５号）、地方創生加速化交付金事業の前倒しによりまして、報償費

から使用料及び賃借料に計上いたしておりましたものを、全額を削減するものでございます。 
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 続きまして、地域おこし協力隊事業でございます。これは新しいものでございますけども、

地産地消コーディネーターを１名導入するということから、その必要経費を計上させていただ

いております。主なものは、報償費に隊員の報償費といたしまして116万2,000円、これは７カ

月分でございます。使用料及び賃借料、これにつきましては住居の借上料ほかで64万7,000円

を計上させていただいております。 

 秘書企画課の分につきましては以上でございます。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長、遠藤課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） それでは引き続きまして、創生課の関係のも

のを御説明させていただきます。 

 歳入でございます。予算書６ページ、説明資料では８から９ページになっております。 

 14款国庫支出金の地方創生推進交付金の新型交付金でございますが、先ほどのシティプロモ

ーションと同様でございまして、３月に第５号で専決をさせていただいております地方創生加

速化交付金事業に前倒し計上したことによります減額が3,491万9,000円と、新たに新型交付金

に申請を産業建設のほうで予定をされております吉井川流域広域観光連携事業の500万円に係

る補助率２分の１の250万円で、合計で3,241万9,000円の減額でございます。 

 ２ページ目になります。 

 15款の県支出金で、中山間の地域等活性化応援事業補助金を計上させていただいておりま

す。224万円。これにつきましては、移住・定住の対策に係る交流・定住の移住体験事業であ

りますとか、移住ＰＲの事業に係る２分の１の県の補助金を予定しております。 

 歳出でございます。 

 予算書では８から９ページ、説明資料では10から13ページでございます。 

 企画費のあかいわに戻ろうプロジェクト事業でございますが、これにつきましても地方創生

加速化交付金事業に前倒し計上した対象となります事業の分を1,260万1,000円減額しておりま

すが、あわせて４月の委員会で御意見をいただきました専用サイトへの動画投稿などの機能強

化、これに係る委託料等を386万4,000円追加で計上させていただいております。 

 ２つ目のぽつで、移住・定住推進事業でございます。これにつきましても、地方創生加速化

交付金の前倒し計上の対象事業分として148万5,000円分につきましては減額をさせていただい

ております。 

 あわせて、先ほどの県の中山間の補助金を活用いたしまして、移住体験事業でありますとか

専用のサイトですとか、パンフレットなどのＰＲ活動に供する経費につきまして追加で計上さ

せていただいておりまして、合計490万5,000円を計上させていただいております。 

 以上です。 

○総務課長（原田光治君） 委員長。 
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○委員長（北川勝義君） はい、原田課長。 

○総務課長（原田光治君） 総務部の資料２ページをお願いいたします。補正予算書は９ペー

ジ、予算説明資料は12、13ページになります。 

 (1)の地域情報化事業、１つ目ですけども、マイナンバー制度に関しまして、システムの利

用環境設備に伴うセキュリティー強化のため、総務省が提案している対策を講じるための費用

です。歳出としまして6,407万1,000円の計上をお願いしております。 

 歳入のほうですけども、こちらが補正予算書は６、７ページごらんいただきまして、説明資

料は８、９ページになります。 

 14款の国庫支出金のほうで情報セキュリティー強化対策事業費補助金、国庫補助金ですけど

も、これを855万円。 

 それから、市債としまして、予算書でしたら７ページのほうになりますけども、市債の総務

管理費の施設整備事業債ということで3,520万円を計上させていただいております。 

 次に、２つ目の(2)住民情報システム運営管理事業のほうですけども、マイナンバーに係り

ます個人番号カード交付の関連事務を地方公共団体情報システム機構に委任して行うための費

用でして、歳出のほうが719万8,000円で、歳入のほうも同額を見込んでおります。 

 簡単ですが、以上になります。 

○管財課長（小坂憲広君） 委員長、管財課、小坂。 

○委員長（北川勝義君） はい、小坂課長。 

○管財課長（小坂憲広君） 管財課のほうの予算としまして、平成28年度補正予算（第２号）

についてでございます。 

 補正予算の資料、歳出の８ページに載せております。 

 総務費、総務管理費、財産管理費、公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料の予算につ

きまして895万5,000円の減額補正でございます。これにつきましては、公共施設等総合管理計

画策定業務に係るもので、平成28年３月31日専決の第５号補正による地方創生加速化交付金へ

の組み替えに伴う減額でございます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（藤井和彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、藤井課長。 

○教育総務課長（藤井和彦君） それでは、教育委員会の補正予算を説明させていただきま

す。 

 まず、教育総務課の関係でございます。 

 今回の補正予算につきましては、吉井中学校の環境整備と安全対策としまして、老朽化した

プールを解体するための予算の追加計上と、当初予算に計上しておりました磐梨中学校体育館

非構造部材の耐震補強工事に対します国庫補助金の不採択によりまして、財源の振りかえをお
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願いするものでございます。 

 それでは、予算書６ページをお願いいたします。予算説明資料は８ページ、９ページでござ

います。 

 まず、歳入補正でございます。 

 14款国庫支出金、２項国庫補助金、７目教育費国庫補助金、６節教育総務費補助金の補正

232万4,000円につきましては、磐梨中学校体育館耐震補強事業に対する交付金の不採択による

333万2,000円の減額と、吉井中学校プール整備事業に対する交付金の採択565万6,000円の追加

の差し引きでございまして、232万4,000円の増額でございます。 

 次に、予算書７ページの21款市債をお願いいたします。予算説明資料のほうは、同じく８ペ

ージ、９ページでございます。 

 ７目教育債、６節学校教育施設等整備事業債500万円の減額につきましては、磐梨中学校の

体育館耐震補強事業に対する国庫補助金が不採択となったことによりまして、国庫補助事業を

対象といたします地方債を減額するものでございます。 

 続きまして、８目過疎対策事業債1,010万円の補正につきましては、吉井中学校のプール解

体工事の地方負担分の財源として追加計上するものでございます。 

 続いて、14目緊急防災・減災事業債900万円の補正につきましては、磐梨中学校体育館耐震

補強事業に対する国庫補助金の不採択による財源の振りかえといたしまして、防災機能を強化

するための地方単独事業を対象とする地方債を計上するものでございます。 

 次に、歳出でございまして、予算書12ページをお願いいたします。予算説明資料は14ペー

ジ、15ページでございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、13節委託料264万円の補正につきましては、

吉井中学校プール解体設計施工監理委託料の追加計上でございます。 

 次の３項中学校費、１目学校管理費、15節工事請負費1,320万円の補正につきましては、吉

井中学校プール解体工事費の追加計上でございます。 

 教育総務課の関係は以上でございます。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、土井課長。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 今回、社会教育課のほうでアートプロジ

ェクトおかやま振興事業の補正をさせていただいております。資料につきましては、委員会資

料の２ページ、予算書につきましては12ページ、あと予算説明資料につきましては16、17ペー

ジでございます。 

 このアート事業おかやま振興事業につきましては、県補助事業を活用いたしまして、文化振

興、芸術を目的に、今年度あかいわアートラリー2016を開催いたします。それに対する支援と

して市のほうの補助金を計上するものでございます。これにつきましては、県補助事業につき
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ましては、あかいわアートラリー実行委員会に直接交付するため、市のほうといたしましても

50万円の予算計上をさせていただいて、補助金助成をさせていただくようにしております。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明が終わりました。 

 ここで、一括で質疑を受けたいと思います。 

 何か質疑ありませんか。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 市長に１つ尋ねてえんじゃけど、電子計算機な。財源内訳を見る中

に、国がやれえというて言う割には国が出す銭が少ねえが。県の市長会じゃあ、そういう文句

は出んのかな。これ見て一番にそう思うんじゃ、僕は。例えて言やあ、小学校、中学校の人は

義務教育じゃが。そういう施設だったら国が全部してもええが、義務教育じゃ。そういう考え

方からしたらじゃな、これらあちょっと国県支出金が全体的に低過ぎるように思うんじゃけ

ど。ぱっと見てそう思うんじゃけど、市長ら思わん。その辺を。 

○市長（友實武則君） いいですか。はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、友實市長。 

○市長（友實武則君） 御指摘の点、もっともでございます。例えば、マイナンバー制度につ

いて国のほうから市長会の会議の中で、総務省がおいでになって、説明をされました。その中

で、やっぱり自治体のシステム改変に多額の費用がかかるということは明らかにわかっており

ましたので、総務省に対して、この財源手当てをしっかりとするようにという申し入れもして

おります。その中で実現したものもございますけども、全体的に言って、下山委員のおっしゃ

るように、十分とは到底言えないレベルです。これからも、そういった要望等はしっかりさせ

ていただきますので、また議員の皆様も国に向けての声を上げるときにお手伝い、協力をいた

だけたらと思います。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） やっぱり市長会まとめてじゃな、市長会で村も町村もあるけど、岡山

県の自治体全体の首長が全員署名してお願いをするぐらいでなかったら、やっぱし市だけの単

位とかじゃなしに、全県に係ることじゃから、やっぱり勢いを見せて、国に要望するという考

え方が必要じゃないかと思うんで、ぱっと見てから、ちょっとウエート的に一般財源が多い過

ぎるが。国がやれ言うたことに対して一般財源がウエート的に多い過ぎると、ぱっと見て思う

んで、やっぱりそれは市長の立場からして、各首長さんが一致団結して陳情をお願いするのが
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筋じゃと思うんで、努力してください。 

○委員長（北川勝義君） 市長、そういうことで努力してくださいということで、よろしいで

すな。予算のこっちゃから、予算に関連というたら、関係あるというたら、大風が吹いたらお

け屋がもうかる話になってあるんじゃけど、考え方として言われたんで、意見を尊重していた

だきたいと思いますんで、よろしゅうお願いします。 

 皆さんにお願いは、予算に関することを厳重にお願いしますんで。 

 松田委員。 

○委員（松田 勲君） そう言われたら言いにくいんですけど、済いません。先ほど下山委員

が言われたことが一つなんですけど、その関係で、この通知カードです。通知カードはもう皆

行ったんでしょうか。問題は個人番号カードです。カードのほうなんですけど、僕もちょっと

勘違いしとったんです。カードは発行をするのを市が発行するんかと思うたら、東京のほうか

どっかの１社で全部まとめてするみたいで、そのシステムがこの前混乱というか、おかしくな

って、なかなか進んでなかったというんがあって、知り合いの方からそういった声もあって、

何か３カ月、４カ月たっても来ないとか、そのうち引っ越したんで、今度は引っ越し先で受け

てくれという話が何かあったりとか、いろいろこれ矛盾が結構あるんですよね。 

 今予算が少ないと言われたんですけど、僕も少ないとは思うんですけど、要は赤磐市がその

通知カードを個人が、通知カードというんか番号カードを申請するのに個人がしますよね。返

ってきたものを赤磐市はどういった処理をして、本人にどういう形で渡していくのか。ちょっ

ともう一回確認をしたいんです。その中で、そのシステムとかそういったことが、どういった

ことをするので要るのかどうかですね。それをちょっと簡単に教えていただきたいんです。 

 それから、もう一個、磐梨中学校の不採択です。補助金の不採択について、ちょっともう少

し詳しく。耐震ですけど、どういったことをしようと思って、それが何で不採択になったのか

どうか、もう一回ちょっと確認で教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○総務課長（原田光治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、原田課長。 

○総務課長（原田光治君） 個人番号カードにつきましては、まず申請に基づきましてでき上

がったカードが自治体に来ます。そうしましたら、その中の情報確認を行いまして、交付前設

定入力というのを行います。その後、個人宛てに、とりに来ていただくような通知を行いまし

て、実際にお手元に届けるような段取りになっております。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員、２つ質問されとんじゃけど、１つこれを済ませてから行

かせてもらやあええな。ややこしゅうなって、また藤井課長が言うたら、ややこしゅうなるか

ら。 

 ちょっと僕、関連の質問なんじゃけど、僕赤磐市の市議会議員じゃというんと総務文教委員

長じゃというんで、どうしてもせにゃあおえんと思うて、個人番号のをしたんじゃけど、何ら
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メリットがねえんじゃ、長う待って。そりゃあ何か機械が故障しとって、松田さんみてえおく

れた、そりゃあええんじゃけど。したんじゃけど、嫁さんにもしてもろうたんじゃ。これを持

って行っても、住民票か何か、印鑑証明も何の役も立たん。何の価値があるんならというて、

いつになったら効果が、さっきの下山さん関係ねえ、補助金が少ねえ、せにゃあおえんという

んと同じ。何のためにしょうて、僕持っとんじゃ、こけえ。意味ありゃすまあと思うて。写真

を撮って、こっちゃあしてから。しとる。しとんじゃけど、何の意味があるんかなあと思う

て。これ何ら意味がねえんじゃねえかと思うてな、これ。何にも使えんのんじゃ、これ持って

行って。前は、何かこれを使えたらメリットがあって、印鑑証明すぐ出て、住民票はもうでき

たり、何かもうパスポートのかわりで、もう免許証から皆ええんじゃというて言うて、・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・削除してえてえよ、余りこれ

大きい声で言うて。ほんま、使うたことがねえ。印鑑証明とるとか何かで、これいけるんか言

うたら、将来的にはなるんじゃけど、ならんのです。将来というて、わしが生きとる間になる

んじゃろうか。これちょっとどんなんかな、それあわせてちょっと教えてん。ちょっと要らん

道へ、松田さんのあれからなんじゃけど。 

 原田課長、一緒に答えてよ。 

○総務課長（原田光治君） 現状でお使いいただけるのは身分証明書としてお使いいただける

点がありますけれども……。 

○委員長（北川勝義君） じゃあけん、そりゃ。 

○総務課長（原田光治君） 各種証明書の交付の際につきましては、現行では市民カード等が

ございますので、それを切りかえて、そのマイナンバーカードのほうで使えるような運用に切

りかえができましたら、そういった利用の範囲も広まってくるとは思います。 

○委員長（北川勝義君） くでえけど、今のとこじゃったら、僕ら免許証持っとらあな。例え

ば、住民票とりに行っても、免許証見せてください言うわな、本人確認すらあなあ。免許証見

て、終わらあなあ。パスポート一々持って行かんけど、免許証持って。持ってねえ人にはなる

かもしれんわな。保険証や二重に２枚持って行かんでも。はっきり言うて、そうじゃろう。前

言ようたのは、もう何でもすぐ、印鑑証明もカードがあるけど、なあ入矢課長、あんたが言よ

うたがな、支所長。あなたがこうなるんじゃと言うて。そりゃええですから、早うしてくださ

い言うけん、こりゃあおえんと思うて、前総務部長の池本部長と、早うせにゃあおえまあとい

うて。何ら、全然どこへ持って行っても、価値ねえて、今のとこよ。この赤磐市がというんじ

ゃねえんよ。じゃから、やっぱりこれ、今やりょうる人が何ぼかでもええけど、そういうぐあ

いに、印鑑証明のときには印鑑持ってこんでも、カード持ってこんでもとか、住民票のとき免

許証見せんでも、これしたら、ぴっと住民票、コンビニでもできたとか何かがなかったら、ふ
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えんと思うで。これやれえやれえ言ようるけど。せえで、これ落としたりして、のうしたら、

不便なことになるんじゃろう、自分が。入矢支所長に言よんじゃねえ。こっちへ聞きょんじ

ゃ、原田課長に聞きょんじゃけん。原田課長に聞きょんじゃ、あんたに聞きょんじゃねえんじ

ゃけん。 

 じゃけど、見通しとして、松田さんのとってしもうたんじゃけど、いつごろに使えるように

なるんか、見通しというのをわかりゃあ、国のほうでどんなんで、これ。ちょっと教えてくれ

りゃあええんじゃけど。いつごろになるかというのを。個人カードのこうせえやこうじゃのう

て、いつごろになるんかなあと思うて聞きてえわけ。 

○総務課長（原田光治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 原田課長。 

○総務課長（原田光治君） 今のスケジュールでいいますと、国間の連携が来年の１月から

で、自治体間の連携が来年７月からになっとんですけども……。 

○委員長（北川勝義君） １年後じゃなあ。１年後ぐらいは生きとるけん、まあええわ。よろ

しい。 

○総務課長（原田光治君） それの市独自のまた運用になろうかと思いますので……。 

○委員長（北川勝義君） じゃけん、印鑑証明だけでもしてあげてくれりゃあ、楽になるよう

なと思うて。 

○委員（松田 勲君） いいですか。 

○委員長（北川勝義君） はい、松田委員。 

○委員（松田 勲君） いや、だから、今身分証明書にしかならないって言われてて、お渡し

するときに、これ多分市民課の話だと思うんですけど、お渡しするときに、結局そのカードだ

け渡すんですか、それともこういったことに利用できますよとか、そういったものを添えつけ

てくれるんですか。 

○委員長（北川勝義君） 紙をくれる、説明書。 

○委員（松田 勲君） 何かくれるんですか。それには書いてんですか。だから、市独自でで

きるんだったら、印鑑証明とかできるとこから、今印鑑証明のカードがあるわけですから、そ

ういったことができますよとか、そういうふうに持っていかないと、広がらないし、持っても

宝の持ち腐れになってしまっても意味ないと思うんですよね。 

 なおかつ、今北川委員長は手にされたらしいけど、されてない方が、待ってる方がたくさん

おられて、何でそねえ時間かかるのかというのが、向こうから来るのが時間かかるんでしょう

けど、来た場合は早いんですか。その辺も含めて、ちょっともう一回お願いします。 

○総務課長（原田光治君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 原田課長。 

○総務課長（原田光治君） 現在、Ｊ－ＬＩＳというカードを交付する団体から3,210枚来て
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おりまして、交付通知の方は全員分発送しているようです。実際の市民への交付枚数が

2,366で、７割強の方のお手元に届いているということになっております。 

○委員（松田 勲君） 申請した人。 

○総務課長（原田光治君） はい。 

○委員（松田 勲君） 最初に質問した部分は。 

○総務課長（原田光治君） 利用の……。 

○委員（松田 勲君） 利用ができるいうんか。 

○委員長（北川勝義君） 来年の４月やこおめえ、ほんまに。 

○委員（下山哲司君） 持たあでもええんじゃろう、別に欲しゅうねえ人は。 

○委員長（北川勝義君） 持たあでもええんじゃ。失敗じゃあなあ。 

○総務課長（原田光治君） 済いません。 

○委員長（北川勝義君） 原田課長。 

○総務課長（原田光治君） 交付時のどういった御案内してるかについては、ちょっと確認を

させてください。済いません。 

○委員長（北川勝義君） 教えちゃろうか。教えちゃるで、わしが。行ったら、使えるとかい

ろいろ説明してくれる。松田さん、くれるとき、小めえ紙をくれるけん。せえで、何にも使え

んのんじゃけん、赤磐市は今んとこ。赤磐市や全国。まあ、よろしい。 

○委員（松田 勲君） それ検討してるかどうか、使えるように。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員、もう一遍言うて。 

 松田委員。 

○委員（松田 勲君） だから、要は市独自でできることってあると思うんですよ。だから、

例えば印鑑証明なんかは簡単、住民票を出すのか、そういったことは今カードであるわけで。

そのカードをそっちに切りかえていくことはできるんじゃないかと思うんですけど、その辺は

いかがなんでしょうか。 

○総務課長（原田光治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、原田課長。 

○総務課長（原田光治君） 今現行で自動交付機の設置されてるもう既存のものもありますの

で、そういったものの機器の更新等とか、あと出せる証明書等の数と種類とかもありますの

で、そのほうとも兼ね合いも考えまして、検討をしてまいります。 

○委員長（北川勝義君） はい、松田委員。 

○委員（松田 勲君） 僕が聞きたいのは、今回のカードの事務関係の交付金じゃないです

か。予算も少ないという中で、要するに今使ってる、僕なんか山陽町の時代のカードもまだ使

ってんですよ。だから、そういったように切りかえたりするとか、できるような形にするため

のシステムの、そういった関連の、ソフトの関連の費用が要るんかなあと思ってるんですけ
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ど、実際今上がってるのは何に使うための費用っていうのを、どういったことができるための

費用っていうのを、ちょっともう一回確認でお願いします。 

○総務課長（原田光治君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 原田課長。 

○総務課長（原田光治君） 719万8,000円のほうでしょうか。 

○委員（松田 勲君） いやいや、その上もそうじゃろう。 

○総務課長（原田光治君） 上のほうがセキュリティー対策に伴うものでして、国から提案さ

れてる関係の機能を盛り込むためということになっとんですけども、１つ目が住民情報をシス

テムから持ち出せないようにする仕組みをつくると。あとその住民情報システムを使用する際

に認証方法が、既存でしたらＩＤパスワードだけですので、それに加えてＩＣカード、二重の

管理にする機能を取り入れる。あと３つ目がいわゆる自治体の専用回線と公開系のインターネ

ット回線を完全に切り分けるような、そういうシステムの導入のための費用が6,407万1,000円

のほうになりまして、下の719万8,000円のほうがいわゆる番号のカードの交付に関する手数料

の費用だけになっておりますので、先ほどおっしゃられました独自利用のための費用は盛り込

まれておりません。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（松田 勲君） はい。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと僕疑問があって言うんじゃけど、このカードのこと。カー

ドとは直接、離れるんかもしれん。市長、今セブン－イレブンとかローソンやこうで、コンビ

ニで要するに住民票とか印鑑証明。松田さんがよう言ようられたなあ、やれえというて。やり

ょうるとこも、赤磐市はやりょんかなあ。やってねえんかな。いやいや、住民票とか印鑑証明

とか、それからコンビニで納付とか領収書とか、何かやりょんがあるんかな、一つでも。誰か

答えてくれえ。 

 はい、課長。何もやってねえんか。 

○総務課長（原田光治君） コンビニ交付はしておりません。 

○委員長（北川勝義君） 何にもしてねえんじゃな、納税証明も。 

○委員（松田 勲君） 納税はできる。 

○委員長（北川勝義君） 納税はできるんか。 

○総務課長（原田光治君） 水道料の……。 

○委員長（北川勝義君） 納税はできるんか。納税できるんか。 

○税務課長（末本勝則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 末本課長。 

○税務課長（末本勝則君） コンビニ納付はまだやっておりません。交付のほうもやっており

ません。 
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○委員長（北川勝義君） じゃけん、何もしてねえんじゃろ。 

○税務課長（末本勝則君） はい、しておりません。 

○委員長（北川勝義君） こんなことを言うちゃあ悪いけど、下山委員がよう言おう。地域の

意見を聞いたんです。下山さんも聞きょうるけど、知らんけど、ちょびっと言う。僕はほとん

どよう聞きょうて、話を。僕本当、きのうもじゃ、毎日酒飲みょんじゃ、吉井おるときにゃ。

けんかもあるし、もめごともあるし、ええこともあって話ししょうる。そうしたら、もう８時

になったら、はっきり言うて６時。下山さん、これは同意見じゃ。６時半か７時になったら、

吉井町真っ暗なんじゃ、はっきり言うて。ちょっと聞きょうてくれえよ、大事なこっちゃけ

ん。おめえら部長になったけん、わしはええんじゃというて言わずに、聞きょうれえよ、おめ

え。真っ黒うなってしもうて、これ合併せずに吉井町じゃったら、周匝は明るいんじゃ、ま

だ。周匝、中村、福田というたら。今もう、ほか弁やこうでも全部やめてのうなった。こりゃ

もう、いろいろ流れじゃから仕方ねえん。そりゃええ悪いじゃ。かえって赤坂のほうが活発

な。赤坂が悪いというそういう意味じゃねえ。もうはっきり言うて、赤坂、吉井にしても、も

う北部なんじゃ。そうしたら、もう税金払い行こうと、昔じゃったら、きのうは僕は税金ぎり

ぎり５時10分ぐらいに自動車税全部払うたんじゃ。職員来てもろうて払うたわけ。というの

が、もう払えんようになるわけ、５時半に払おうと思うても。わかるんかな、言ようること。

５時15分にしまうから、もう払い行きとうても払えんわけ。税金も払おうとか。そのため、こ

の日に払えるんじゃけど、時間をつくりゃあ払えるけど、以外払えんが、日にちがねえけん。

土曜日も納めれんし、日曜も。というたら、そういうときに、うちでいうたら、吉井でいうた

ら、セブン－イレブンとかローソンがあるから、ほかにサンクスがあって、何でもええんじ

ゃ。今２社あるから、そういうとこで納めれるようにしてくれたり、せえから住民票とか印鑑

証明。ほな、印鑑証明、住民票をとるために、５時15分まで仕事を休んで帰らにゃあおえん

の、市民は。昔は、コンピューター動く別のときには、ちょっとこれから行くけん、してえて

くれよ言うて、してもろうたりしょうた。今吉井支所じゃあ、職員がもうちょっと、これから

来るかもしれんというたら、ほんなら待ちょうてくれたりして、本当に来るじゃろうか、確認

とったりしてくれる。丁寧なんがあるんじゃけど、やっぱりコンビニでできて、夜中までせえ

とは言わんけど、例えば10時でも９時でもできるんじゃったら、納付も、納税の、はっきり言

うて、納税率もようなると思うんじゃ、納付率も。せえから、いろいろサービス。カードがで

きて、カードに直接関係ねえんじゃけど、市長やっぱりこういうことを考えてほしい。特に、

こりゃあ田舎じゃけんどうこうというんじゃけど、山陽じゃっても同じじゃと思う。仕事をし

て帰ってきて、行かにゃあおえん人が、もう納めとうても納めれん。住民票とりてえんじゃっ

たら、委任状つくらにゃあおえんとか、印鑑証明、委任状つくらにゃあおえん。それでこんだ

ら、逆にですよ、自分が行くんじゃったら休まにゃあおえんとかということになるんじゃけ

ん、ちょっとこういうことをやっぱり積極的に赤磐市できるなら考えていってもらいてえ。全
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部のを僕入れていけえとは言よんじゃねえ。例えば１つのとこをどっか１つ。山陽に１カ所や

ってみて、試験的にやってみたら、納税も伸びたとか、印鑑証明も発行数がふえたとかという

たら、やっぱりみんなが便利になることひとつ考えてほしいと思うんじゃ。そりゃ金が要らん

ことじゃとか、難しいで。難しいんじゃったら、もう皆仕事やめっしまいんせえ。難しいこと

はねえで。もう何かできることをやってもらいてえと思うんじゃ。そりゃあ、今の言ようて、

きのう個人カードの話はしたんじゃ。したんかなという話からしょうて言うた。何もとれんの

んじゃろうという話が結論じゃったんじゃ。それだったら意味がねえんかなと思うた。その話

が出たから、ぜひ今後市長、そういうことを前向きに考えてほしいと思う。 

 この話が出たのは、もう松田さん大分前じゃな。松田さん質問しょうてからというて、やり

ますというて、前向きか何かやる言うけど、前向きじゃねえ、一個も前へ進んでねえ。遠藤課

長やこうは進んでねえというて、にこにこしょうる。全然進んどりゃへんが。市長、どう考え

られとる。市長考えられとるというて、予算的にねえけんええんじゃけど。要望じゃねえけ

ど、どう思われます。言えたら言うてください。 

 友實市長。 

○市長（友實武則君） 御提案ありがとうございます。前向きだと思います。これについて

は、課題として取り組みをするべく検討はしております。今、納税等をコンビニ等で行う場合

の手数料がかなり高いもんになってて、この手数料を払うのがいいのかどうか、ちょっと議論

もございます。また、手数料を下げてもらうように金融機関等へ要望することもさせていただ

きますので、どうぞよろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 市長、要望というんじゃねえけど、これみんながプラスになるこっ

て、いろいろ、これちょっと市長怒られるかもしれんけど、僕自身がやって、いろいろ下山委

員がようしょっちゅう言よるこっちゃけど、やけくそで言よんか、本気で言よんか。説明不足

があるというたりするんがあるけん、やっぱり説明不足があると思うんじゃ。やっぱりわかり

にくい。議員がわかりにきいということは、もう市民は余計もっとわかりにきいんで、大変言

葉は悪いんじゃけど、市長職員じゃったろう。岡山市職員じゃったが、職員じゃったが。市の

職員。学校の先生は、教育長学校の先生じゃろう。学校の先生が子供に言うような、教育長と

言よんじゃねえんよ、市長もそういう。何か警察官じゃったら、警察官高飛車言うと、何かそ

うとるが。市民感覚じゃねえ、ちょっとずれがあるんかなあと、ちょっと今そういう、２人に

あるという話しょんじゃねえんよ。そういうとこがあるんで、これから職員についても、ほか

の職員も幹部職員も、皆わかるように説明していただきてえと思う。自分わかっとっても、人

に説明するんじゃったら、倍でもわからにゃ説明できんのんで、ぜひそういうことをお願いし

てえと思いますんで。それで、そういうことです。 

○税務課長（末本勝則君） 委員長、済いません。 
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○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○税務課長（末本勝則君） 済いません。先ほど私の答弁……。 

○委員長（北川勝義君） うそか。 

○税務課長（末本勝則君） いや、うそじゃございません。説明が漏れておりまして、水道料

金はコンビニ納付ができるようになっております。税金はできませんけども、水道料金はでき

ておりますんで。 

○委員長（北川勝義君） 水道というのは下水道料金も含めてというこっちゃな。 

○税務課長（末本勝則君） そうですね。上下水道料金についてはコンビニ納付ができるとい

うことに……。住宅家賃もできるようになっとるそうでございます。 

○委員長（北川勝義君） 企業会計じゃけんということ。 

○税務課長（末本勝則君） そうですね、はい。家賃は企業会計じゃございませんけども、税

金のほうはできませんけど、先ほど申し上げました、その２点はできる。 

○委員長（北川勝義君） 簡単に、税金はできんの何で。 

○税務課長（末本勝則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 直原部長がしちゃおえんけん。 

○税務課長（末本勝則君） いえ、できんのじゃございません。まだしておりませんのです。

先ほど市長が答弁いたしましたように、今後の検討課題として……。 

○委員長（北川勝義君） したらようけ入ってくるような気がすんじゃけどな、ちょっとで

も。手数料が高えんか。手数料が高えけん言うけど、入ってくるほうの金がえかったら、えん

じゃねえん。滞納が減って、比べりゃあ。 

○委員（下山哲司君） そりゃあ減るとは限らん。 

○委員長（北川勝義君） そうか。 

 課長。 

○税務課長（末本勝則君） 済いません。確かに手数料が現行の銀行とか郵便局に比べます

と、２倍ないし３倍ぐらいなるように聞いております。それで、ちょっと懸念しておりますの

は、今まで銀行、郵便局で払っていただいた方がコンビニが便利だからコンビニで払うとなる

と、今20円、30円で手数料が済むのが60円になるということがあって、確かに滞納になっとる

方が払うっていう新たな方法としては意味があるんですけど、そこも懸念しておりまして、少

し研究するとこでございます。 

○委員長（北川勝義君） 滞納者が払うてくれるとは限らんわな。ああそうか。僕は善意で、

滞納者も払いやすうなるけん払うてくれるととっとるけんな。ああそう、わかりました。失礼

しました。 

 教育委員会の答え。 

○教育総務課長（藤井和彦君） 委員長。 
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○委員長（北川勝義君） 藤井さん。 

○教育総務課長（藤井和彦君） 磐梨中学校の体育館の耐震補強でございますけれども、本年

度体育館つり天井と外壁のクラック修理、照明の落下防止対策等を主に計画しております。そ

の中でつり天井につきましては、国のほうが水平投影面積200平米以上を早急に対策するよう

に要請しておりまして、磐梨中学校の体育館のつり天井の大きさが若干国の基準より下回りま

して160平米となっております。 

 不採択の点につきましては、県にも確認しましたけれども、国のほうが財政状況が厳しい中

で優先順位をつけて採択をしておりまして、県内の岡山市でありますとか倉敷市、まだ学校の

躯体のほうの耐震補強もおくれております。それから、つり天井の関係につきましても、国が

示す200平米以上のつり天井撤去のほうもおくれている自治体があります。そういった自治体

に対して財源を回されたということでございます。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員、よろしいか。 

 他にありませんか。 

 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 済いません、財務部と総合政策部にお尋ねします。 

 まず、財務部なんですが、公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料、これを地方創生加

速化交付金への組み替えだということなんです。組み替えは別に組み替えでいいと思うんです

けども、この交付金というものも上限が限られているというか、パイが、金額が限られている

わけじゃないですか。そういう中で、赤磐市全体として見たときにですよ、地方創生をするた

めにもっと有効に使える、これ総合政策、遠藤課長のところにもかかわるんですが、もっと有

効に市民のために使える財源とすることはできなかったのかなあと思ったりするんです。どう

してもここにせんと、この財源を利用しなければいけなかったのかなあと思ったりするんで

す。だから、どうしてもここにつけなければいけなかった、あと地方創生加速化交付金を利用

するべき理由というのをもうちょっと説明していただいていいですか。 

○財務部長（直原 平君） 委員長。 

○副委員長（佐々木雄司君） ごめんなさい、それともう一個。総合政策部になるんですが、

移住・定住推進事業ということで、一番後ろに移住コンシェルジュを募集しますよということ

で、８ページですけども、資料つけていただいてます。この中で、主な業務内容として移住相

談の対応、赤磐市の情報発信、その他おためし住宅云々ということで書いていただいてます。

それで募集していただいている資格なんですが、米の２番目、パソコンの基本的な操作ができ

る人（メールの送受信、文書入力など）ということであります。一番最初の上には移住・定住

に理解があり、意欲がある人と書かれたりしているんですが、このぐらいのミニマムスキル

で、この主な業務内容対応することできるんですか。かなり専門性高い業務内容ですよ。メー

ルの送受信、文書入力なんかコンピューターの基本操作の基本であって、この基本操作ができ
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てたら、ＰＲチラシつくれますか。ホームページ利用できますか。無理じゃないんですか、や

っぱり。だから、何を言いたいのかといいましたら、業務内容、求めている人材と募集資格の

大きな差があるんではないのですかということを指摘したいんです。 

 先ほど事務局にお願いしまして、例えばでありますけども、あるインターネットの転職サイ

ト、こういったようなところに募集要項がありましたから、見させていただいたんですけど

も、有名な経営コンサルタントの会社です。ここのところで、経営コンサルタント、この社員

さんを募集されていらっしゃるんですが、当然ながら、そういう即戦力でお仕事をしていただ

く方の募集ですから、経験のない方はやっぱり募集資格の中で切ってるんですよ。切ってま

す。例えば、経営コンサルタントとして実務経験２年以上あることとか、あとビジネスレベル

以上の英語力を持っていることであるとか、具体的にスキルを提案してるわけです。 

 ですから、この場合、ＰＲチラシの作成とか赤磐情報の魅力の発信とかというようなものを

主な業務内容としてするんであれば、こういうような実務経験が２年以上ある方とか３年以上

ある方とか、チラシをつくったことがある方とか、そういったことをしなかったら、絵に描い

た餅になりますよ。そういうお仕事を求められる方も暇じゃなくて、本気でお仕事を求めてい

らっしゃって、本当にいい仕事につきたいということで、わらにもすがるような思いであっち

こっち履歴書を出したりされるわけです。そういう方の期待をあえてあおるっていうのは、時

間の無駄にもなりますし、今求職していらっしゃる方の逆に失礼に当たると思うんです。です

から、ここはやっぱり自分のスキルがどうなのかというところも見定めて求職活動をしていた

だくためにも、こういうところっていうのは厳格にするということが必要なんではないのかな

あと思うんですが、そこら辺の考え方を教えていただいていいですか。２点です。 

○財務部長（直原 平君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、部長。 

○財務部長（直原 平君） ５月で配らせていただきました、この公共施設等の総合管理計

画。これでございますが、今後50年間で約4,000億円、こういった経費がかかるということを

詳しく書いております。そういった状況の中で、今年度専決をさせていただきまして、今回落

とさせていただいたこの事業につきましては、さきの一般質問等でも御説明を若干させていた

だきましたけれども、この計画を今後市として市全体で推進していく上で、公共施設等の量と

か質の適正化、また有効活用について一人でも多くの職員が、公民連携を含めた専門的な知識

の習得でありますとか、考え方でありますとか、取り組みの方向性を習得してもらうという事

業でございまして、今後の公共施設の管理についての習得だけではなく、こういったノウハ

ウ、それから職員のやる気を引き出すというために行うものでありまして、確かにこの交付金

8,000万円の中に入っておりますけど、有効な事業もあったかもしれませんけれども、決して

これが全く無駄とか、そういうあれでは全くないというふうに考えております。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい、委員長。 
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○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 部長、無駄だとかということを言ってないんです。一般財源で

もよかったんではないのですかということを言いたいわけですよ。一般財源ではなくて、やっ

ぱり限りある国のほうからいただいている、ありがたい交付金であります。その中で、もっと

市民のためになる、赤磐市の地域活性化のためになる、例えばこの間質問させていただきまし

たけども、プレミアム付商品券みたいな、生活者にもっとよくなるような、そういうお金の使

い方のほうがいいんじゃないのかなと。いや、一般財源じゃ使えないんですよと。一般財源じ

ゃあれなんですと。いや、だからせっかくいただいたもので、プライオリティーがあるんで、

これやらなきゃいけないんですよっていう話だったらよくわかるんですが、僕一般財源でもい

けるんじゃないのかなと思ったりするんです。そんな必要なものであれば。市の必要なものな

んでしょ、今おっしゃられたように。であれば、一般財源でやればいいと思う。ここのところ

の地方創生加速化交付金はあけてあげて、この890万円ほど。ほかに何か使うっていう手もあ

るんじゃないのかなあと思ったりするんですが、そういう考え方っていうのは、遠藤課長なか

ったんですか。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 地方創生の加速化交付金、御指摘の内容につ

きましては、今回国のほうで加速化交付金、さらに今年度から新型交付金ということで次々に

交付金の事業を御用意はいただいてるんですけれど、基本的には内容的に非常に、今おっしゃ

られたような商品券、プレミアム付商品券とか個人的に、個人の方に給付っていうようなこと

がもともと対象にできないというようなことがあったり、先駆的な取り組みであることとか、

官民の協働であることとかというような、いろんなそういうハードルの高い中で事業を取捨さ

せていただいたということでございますので、その中でも地方創生全体にかかわる事業として

組み立てを何とかしておりまして、この公共施設の総合管理計画も単独で、単品で内閣府のほ

うでどうかっていうことではなくて、これも一つのあかいわに戻ろうプロジェクトのメニュー

の一つなんですっていうような見せ方をして貴重な財源を確保させていただいたということ

で、例えばシティプロモーションですとかオールあかいわ宣伝隊ですとか移住・定住もそうで

すし、もともとの戻ろうプロジェクトなんかもそうなんですけど、こういったものをもう総合

的に、縦連携、横連携であかいわに戻ろうプロジェクトツーでございますというようなこと

で、そういう組み立てで何とか国のほうに認めていただいたというような流れがございます。 

 以上です。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） そういうぐあいにおっしゃられるんなら、いいですけども、そ
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ういった趣旨に沿う形で、ぜひ貴重な財源ですから、ほかに市民に、市民生活にもっと密着し

たお金の使い方あったはずなんですよ。それをのけてやられるわけですから、それ相当の覚悟

と責任感を持ってやってください。要望をそういうふうに入れさせてもらいます。 

 もう一個の話を。 

○委員長（北川勝義君） はい、遠藤課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 済いません、副委員長、これその他でお話を

させていただく案件でございますので、後ほどということでよろしいでしょうか。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○副委員長（佐々木雄司君） 結構です。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） この地産地消コーディネーターの活動に係る経費を計上しとると説明

書へ書いてあるんですけど、どこでどういうふうな活動をするんかちょっと。 

○委員長（北川勝義君） これは産建の。うちじゃねえ。うちじゃけど、産建じゃろう。うち

じゃけど、産建じゃろう。 

○委員（下山哲司君） うちじゃけどや。聞いちゃいけんのかな。 

○委員長（北川勝義君） いやいやいや、誰。 

 はい、徳光参与。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） 地域おこし協力隊につきましては、本会議等でも説明をさ

せていただきましたけども、昨年度まではそれぞれ原課のほうで予算を計上いたしておりまし

た。隊員のほうも徐々にふえてきているということから、一律の対応が必要であろうというこ

とで、窓口を総合政策部のほうに置いたところでございまして、今回予算につきましても総合

政策部秘書企画課のほうの予算として計上させていただいております。 

 中身につきましては、そこにありますように、赤磐市でとれたものを地元で使っていこう

と、消費していこうという、そういった専門的な観点からの御意見をいただくような形で地産

地消コーディネーターという名称を使わせていただいております。具体的には、これは産建の

ほうの所管になってきますので、そちらのほうの御議論になろうかというふうに思いますけど

も、我々のほうがお伺いしていますものは、生産者と消費者の接点をつくって、あるいは直売

所間のネットワーク等をつくることによりまして、新たな市場開拓であるとか販路拡大してい

くと、そういったことに資する人材を募集しようというふうにお伺いをいたしております。 

 以上です。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 
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○委員（下山哲司君） どこへおるん、日常は。 

○委員長（北川勝義君） 徳光参与。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） 具体的な計画につきましては、これから予算を認めていた

だいてからとなろうかと思いますし、所管のほうが産建でございますんで、ちょっと詳しいこ

とはわかりませんけども、活動場所としては赤磐市全体をエリアといたしますので、例えば、

その方の自宅であるとか、必ずしも市役所のほうにいなくてもできる活動でございますんで、

そういうようなことが考えられるというふうに思います。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） まだほんなら、こういう形でこういうふうにやってもらうんじゃとい

うのはないんじゃな。これから考えるんじゃな。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 徳光参与。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） 先ほども言いましたように、具体的には所管が別の委員会

になりますので、そこまでは掌握をいたしておりません。 

○委員長（北川勝義君） ちょっとこれ口挟むんじゃねえんじゃけど、今ごろ国の考え方が変

わったというんか、変わってきて、こういう事業をするのに総務というたらおかしいけど、そ

っちのほうでやれえと。今度は歳出で、事業するのは産業がするんじゃとかというて、これは

本当に非常におかしげな話なんじゃ。 

 それと徳光参与、今答えたことは、今下山さん、僕が下山さんじゃったら、絶えず言うんじ

ゃけど、同じこと言よん。世の中じゃけん、おめえ、補助金もろうてやるときに、何をするん

かわからん、これからするんじゃということなかろうがな。それを下山さん言い方が悪いけ、

市長を攻撃しょうと思うてやりょうるけん、おかしげなことだけで、本会議は。きょうらもう

まともにちょっと言うてくりょんで。何ぼかの計画なかったら、例えば何回やって何回とか、

何ぼして何ぼというの計画があるから、この金内訳でできてきたんじゃから。家でも活動でき

る場合もあるし、おるとこはどこならというたら、産業会館へおるんじゃとか、例えばどっか

じゃとか。せえから、所管はあれじゃけんというて、何ぼかがあろうということ。市長、言い

方は悪いけど、そういう説明がなけりゃあいけんということを言ようるわけ。予算の裏づけを

とるでしょう、市長やるときには。こういう予算してというて。今みてえに、原田部長、岡山

県やこうでそねえなことをするんか。後から考えようかというて、決まってからというて、そ

りゃなかろう。うちは時々、修正が出たり、否決されたりするけど、大体出したら原案どおり

可決されるから、やりやすいんかもしれんけど、やりにきいんもあるんかもしれんけど。徳光

参与の言うた、産建がやるこっちゃけん、わからんかもしれんのじゃけど、ちょっとそこらが
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やっぱり、どうも国の交付金の中でもちょっとおかしいなと思うて。おかしいというて言うた

らおかしい。前の協力隊でもじゃったが。何かおかしげなやり方になっとんで。それが補助金

もらうがためにやられようるんじゃ、そりゃいたし方ねえと思うんじゃけど、ちょっともうち

ょいわかるように説明してもらわにゃあおえんのんで。今下山さんが質問しょうたことを、う

ちが所管じゃけど所管じゃねえというか、事業わからんで、産業のほうがどういうことを上げ

とるかというのをちょっと文書かなんかで。文書でも、今度のときというてもねえから、本会

議しかねえんじゃから、もう。ちょっと文書かなんか、メモ書きみてえなんでももらやあ、下

山さんえかろう。そうせにゃあわかるまあ。 

○委員（下山哲司君） 産建の中でやられるんでしたら、それでええけど、１つだけ。 

 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） この報償費が116万2,000円、これを出してあげたからというて生活で

きるわけじゃねえんで、じゃからそういうことも含めてどういうことをやるんかなあと思う

て。パートタイマーでちょっとあれをするんじゃったら、そりゃあ本気になれまあし、中途半

端な金で……。 

○委員長（北川勝義君） これよそから来るんじゃろう。 

○委員（下山哲司君） じゃあから、どういうことをするんかというのが聞きたかった。これ

が350万円じゃというんなら、そりゃあ腰を据えて、性根入れてやるんじゃなあと思うけど、

116万2,000円もろうて、何をするんじゃろうかと思うのが第１点である。 

 それから、そういうこの案をつくったときの考え方が知りてえから、それを聞きたかっただ

けなんで、今までやりょうる人にプラスお金を出してあげて、その分野も頑張ってやってほし

いとかというたら116万2,000円でも理解できるんじゃけど、これを出したから、ほんならここ

へ来て、どういう活動するんならというて、116万2,000円で何をするんじゃろうか。それが不

思議でかなわん。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、部長。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 下山委員の御質問にお答えします。 

 116万2,000円といいますのが、月に16万6,000円の７カ月分をこれはカウントしてます。地

域おこし協力隊なんで、首都圏等から今入ってきていただいておる、是里地域とか夢百笑とこ

の仁美地域とか熊山の英国庭園とか、ああいう方々と同じような報酬になります。要は、外か

ら、都市圏から来ていただいて、赤磐市の地域の活性化を担っていただくということで、地域

おこし協力隊の一人として募集をしたいと考えておりまして、今私どものほうで聞いてる内容

としましては、赤磐市の地産地消コーディネーターとして活動をしていただきたいということ

で、赤磐市の消費者と、それから生産者を結ぶ、結びつけるような接点づくりでありますと
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か、それから直売所を結ぶようなネットワークづくり、そういったことを活動でやっていただ

きたいというふうに産業振興部のほうで考えていると。 

 先ほど、どこに着任するんかと言われたんですが、そこはちょっとまだ、そこまでの、どこ

にということまではまだ決定できていないようでして、これからどこに着任してもらうのが一

番いいのかというのは募集までには考えていきたいというふうには聞いております。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 以前に警察ＯＢを赤磐市が頼んだとき、16万円か７万円で、何日間を

一月のうちに頼んだんです。その人がどねえ言うたというたらな。例えば、警視正か警視、ど

っちが上じゃったか、上のほうの。そうしたら、時間給にしても、頼まれたから仕方なしに来

たんじゃ言ようた。じゃから、そりゃあなかなかのレベルの人だったんじゃけど、やっぱり銭

で自分の価値を自分で評価するんな。だから、その16万何ぼが一月もらえるんじゃあ、その

16万何ぼの価値しかねえ人ということなんよ、一月がな。だから、皆さんどう思うとんか知ら

んけど、よそから来て、そうしてくださるという人が頼まれてくるのは、もらようる銭が価値

じゃ思うて来とられる。その分だけしたらええ。そういう考え方にしか、その人はそういうて

言ようられた。仲がよかったから、昔からの知り合いじゃから、そういうて下山君というて言

われたんじゃと思うけど、そういう観点を踏まえてこういうのを見ようたら、何か失礼なよう

な気がするんじゃけどな。16万円分の仕事しかせんということじゃけん。じゃから、物の考え

方の起点を聞きたかったんよ。原田部長は優秀な方なんじゃろうけえ、そういうことをすぐぱ

っと答えられるんじゃろうと思うて、原田部長にほんなら聞いてみよう。僕の考え方がおかし

いか。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 原田部長。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 今回、産業振興部のほうから提案いただいてるのが地域おこ

し協力隊を活用したいということで聞いておりまして、予算を計上させていただいておりま

す。地域おこし協力隊での活用ということになりますと、やはり報酬を、基準がありますの

で、こういった16万6,000円ということになってしまっておりますが、別途活動費は、そこへ

上げておりますが、若干ありますので、委員言われたように、確かにもっとしっかり高い報酬

を払えれば、もっと別な採用の仕方もあろうとは思いますが、地域おこし協力隊を活用してや

りたいということでして、頑張っていきたいということで産業振興部からも聞いておりますん

で、ちょっと見守っていただけたらと思いますが。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） ほんなら、対象者がおって、やりてえという人があるから宛てがうと

いう話。それとも、これから、じゃあから今の説明聞きょうたら、これから探して考えよんじ
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ゃいうこと。じゃから、火がついたような人がおるから、その人お願いしようというんと、こ

れから探そうというんじゃ全く違うしな。同じように、新規就農でも美作市は50万円足して

200万円出しょうるし、赤磐市は150万円しか出しょうらんが。やっぱし決まりはあっても、や

る気があればできるんじゃろうし。じゃから、今是里で６組の方かな、やってくださりょうる

けど、そりゃあうちの近所へも常会の中に寝泊まりしてくださった人もおって、そりゃあなか

なか気概があるから、応援せにゃあいけんなと思うんじゃけど。要らんもんがあったら持って

いってあげたりするんじゃけど。やっぱりそういう気概がある人が、若くて夫婦でおられて、

気概ある人は本当輝いて見えるんじゃけど、これから、ああいう人は来る前によう審査する

が、お金を出す前に。じゃけん、そのことについて、それは３年したらブドウがとれるんじゃ

ということを本人も言ようられるし、そういうふうに思うとられるけど、このコーディネータ

ーというんがあっちこっちつなぎだけをするんじゃというて、あっちこっちしとる経費もかか

るんじゃろうし、そういうとこもこれ中へ入っとんかなあ。不思議でかなわんのよ。 

○委員長（北川勝義君） 下山さん……。 

○委員（下山哲司君） もう、けえでやめます。 

○委員長（北川勝義君） 下山さん、言ようることは、趣旨は、言わんとしょうることは、思

いで、気持ちはわかるんじゃけど、言よること、事業と内容が違うとるから、全然。全然とは

言わんけど、ある程度。是里来て、新規就農とかやりょんのはまた全然違うことであって、そ

れから今これをするのは違うんで、そこらのことは。 

 せえから、もう初めから来るのがおるけん、もう待ちょんじゃというて、そげえな予算はね

えと思うんで、これから募集せられると思うんで、そこらんとこは産業がやられるんで、また

聞かせていただくということにしてください。 

○委員（下山哲司君） そうです。いいんです、そりゃいいです。 

○副委員長（佐々木雄司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 済いません、お話の中でちょっと確認をしたいと思いまして、

間違いがなければ、それでよろしいということでお答えいただきたいんですが、たしか以前、

一番最初だったと思うんですけども、この地域おこし協力隊の方々の事業説明をいただく際

に、面接をして、お金ではなくて、赤磐市のために何ができるのかというところを重要視して

採用するかどうかっていう、その気持ち、思いの部分をしっかりと捉えて判断するんだという

ふうにおっしゃっていただいておりましたけども、要するに金額で来てくれるからその人にす

るっていうことではなくて、思いをその方のを聞いて、どのように赤磐市のために働いてくだ

さるのかというところを重要視して決めるということでよろしいですよね。 

○委員長（北川勝義君） 逆じゃがな、おめえ。こっちが言うてから、おめえらが言わにゃあ

おえん、逆じゃがな。徳光参与言うんか、何かおめえ。 
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○総合政策部参与（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 徳光参与。そのとおりです言うなよ。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） 全く佐々木委員おっしゃられるとおりで、人物本位で選任

をしたいというふうに思っております。 

○委員長（北川勝義君） ええか、もう。 

○副委員長（佐々木雄司君） ええ。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

○委員（光成良充君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 光成委員。 

○委員（光成良充君） 先ほど下山委員言われとったのと関連なんですけれども、地域おこし

協力隊の方が地産地消コーディネーターで、その方が生産者と消費者をつなぐ役目を担ってい

ただいて使うっていうふうな話を原田部長がされたと思うんですが、学校給食の関係は、これ

は入ってくるのかどうか。教育委員会に関係があるんで、多分こっちのほうは話ができるのか

なあと思うんですが、どうでしょうか。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、原田部長。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 済いません、今学校給食まで入っていくかどうかというとこ

ろまでは、ちょっと確認はできておりませんで、学校給食のほうについては、この前ちょっと

いろいろ報道等もあったと思うんですが、活動は今現在農林課のほうで対応してると思います

ので、生産者と消費者をつなぐということがあれば、逆に言うたら、その辺も活用できれば、

よりいいとは思うんですけど、ちょっとうちでは最終的なとこまではわからないんで、申しわ

けございませんが。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと原田部長、学校給食運営委員会とかというて皆あるが、地

域に。生産者としてやりょんのがあるんじゃから、来た人が、そりゃ指導は、こういうもんが

ありますよというのは、ＰＲとか、こんだけのもんがそろいますよで、数もそろわにゃあでき

んのんじゃから。量とか質もあったりするんで。じゃから、それはもうそういう協議会みたい

なんがあってやりょうるから、そっちへ任して、そこと相談ぐらいしてもらうぐらいにせなん

だら、学校給食すぐにそうぼんと入っていったら、おかしげな。今やりょうる運営委員さんら

が、協議会しとる人が、何でおめえらが出てきてするんならというて、出しゃばるんならたあ

言わんけど。 

 なぜこういうことを言ようるというたら、ざっくばらんな話しすらあ。今こんなことで僕言

いとうねえんじゃけど、地域おこし協力隊、今来られとる。例えば言うたら、もう来られとっ

て、本人は真面目。後で名前削除してください。・・・・というんか。・・・・かな、ワイン

の。来られてきとって、やっぱり一生懸命頑張らりょうる。是里という地域がワインとかブド
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ウがあるから主で、この間も収穫祭があるとかというて、いろいろ収穫祭しました、去年、是

里で。そうしたら、そのときも、やっぱり説明会行ったというて、本気じゃから一生懸命言う

わけ。じゃから、地元へ住んでねえ、今コーポラスに住みょんかな、グリーンポットの横のと

こへ住みょんじゃ、たしか。そりゃええんじゃ、結果的にワインをしたりしょんじゃけど、ワ

インの販売もあって、いろいろのことがあって、是里へ行って会議をする。そうしたら、天気

がえかったけええかったなあとかぐらい軽う言うけん、悪い意味じゃのうて、もうコミュニテ

ィで言ようても、地元の人とは全然もう溝ができるわけ。本人は頑張ってそれ行きょうても、

地元はおめえにワインのことがわかるんかとか、是里むらづくりのことわかるんかと、溝がで

きるわけ。じゃあから、今言ようる地域おこし協力隊も余りぼっけえ深う入っていくんじゃの

うて、やっぱり地域おこし、そういうこともできてきょうるということがあるんで。せえで、

下山さんさっき言うた美作の話やこうは、もう学校がやって、また持っていき方の、やり方が

全然違うとんで、今の光成さんの言うた腰を折りょんじゃねえ、学校給食やこうのこともかん

でやりょうたら、また今度それが出しゃばったというて今度はおかしげな話になって。僕は、

ちょうど下山さんおられたわな、あのとき。たしか柵原の会議が、組合議会があった帰りじゃ

ったと思うんじゃ、たしかな。そのとき、僕が一緒の話ししょうたら、もう大分、是里皆知っ

とるから、ほかの者言うて、下山さんも言ようた。おえまあがな、ありゃあというて、こうい

うてやらりょうたわな。僕はせえでそこへずっと座って、ビール飲みょうたけん、話ししょう

たんですよ。勝手に来てから、そねえな勝手なことを、そねえなもの要らんのんじゃという

て。言わあでも、本気で言よんじゃけん、よう聞いてあげて、物の言い方わからんかもしれん

けどというて話はしたんで。じゃから、ちょっと今一遍に入られて、そこへ住まれとりゃあえ

えんじゃけど、よそへ住んどったら、なかなか交流しにきいんがあるという。これからそうい

う意欲の持った人で、今度は、さっき佐々木委員が言われたように、下山委員も言われて、光

成委員も言わりょんじゃけど、そういうことも考えてくれえというんで、採用するときに、来

ていただくときに、よう考えて、こういうことも勉強してくださいよというのを言うてあげる

ように部長してもらいてえと思うんじゃ。給食のほうもこうしますというて言ようたら、もう

何やかんやで頭痛うなってしもうて、できんと思う。下山さんの流儀じゃねえけど、たったこ

んだけの、やっぱり来らりょんのはメリットが何ぼかあって、やる気もあるんじゃけど、メリ

ットが。はっきり言うて、かすみ食うて生きていきょうるわけじゃねえから、３万円で来てや

ってくれえというて、できもせんが、やっぱりそれなりのをすべきじゃねえかというのがあっ

たと思うんで、そういうことも市長参考に今後やってください。 

 光成さん、給食のはもうえかろう、答弁は。もらう。 

○委員（光成良充君） あるんなら。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、学校給食まで協力隊員が入っていくというたらおかしい

ことになるんかなあと思うたりするんで。 
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○委員（下山哲司君） 今さっきないて。 

○委員長（北川勝義君） じゃけん、それ以上の入れまあ……。 

○委員（光成良充君） ないならないで。 

○委員長（北川勝義君） ねえこたねえ、ええのがあったら入ろうけど、数がそろわなんだら

おえんけん、なかなか難しいんじゃねえかな。 

 教育委員会やこうどねえ考えとん、教育委員会は。学校給食のほう。久山さんがおるが、数

がそろわなんだらできまあ。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） このままで。 

○委員長（北川勝義君） よろしい。そっちで言うてえ。 

 久山所長。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） 給食センターのほうでは、地場産物の利用促進

ということで、昨年度から農林課が国の事業を行っておりまして、そちらで協議会を、ちょっ

と名称があれですが、あかいわ地場食材の促進協議会っていうのをつくっておりまして、それ

で定期的に会議を行っております。その中で生産者の方、特に青空市の方だったり、農協であ

ったり、そういった方で協議をして、今給食センターのほうでも毎月やりとりをして、農林課

とか青空の方と、その青空から赤磐産の、特に野菜中心に仕入れて、学校給食に使っておりま

す。だから、青空で数量がそろうとなると、もっと赤磐市産の、特に野菜ですけど、使えるよ

うになるということで今やっております。 

○委員長（北川勝義君） 市長、原田部長、そういう方が来られるが、コーディネーターが。

そうしたら、光成委員が言よるような話を、そういう会議の中へ、オブザーバーじゃねえけ

ど、参加すりゃあええんじゃねえん。ほんなら、そういう情報が流せれるが、こんだら、逆

に。使う使わんじゃのうて。おえんのかな。何か難しいんかな、流したら。 

 友實市長。 

○市長（友實武則君） 非常にいい御提案いただきました。先ほどセンター長も答えましたけ

ども、学校給食の地産地消、これは赤磐市全体で積極的に取り組むべきものという位置づけを

して、この地域おこし協力隊とも別のところで組織を動かしているところでございます。しか

しながら、このコーディネーター、この方の活躍する場も必ずやあろうかと思います。この協

力隊１人でできることは限りがございますので、赤磐市のみんなの力の一つとして、この方も

地産地消、学校給食の中でも活躍していただこうというふうには考えるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 光成委員、よろしいか。 

○委員（光成良充君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

 松田委員。 
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○委員（松田 勲君） ちょっと済いません、２点ほどお聞きしたいのが、ここにもちょっと

今コピーされてるんですけど、ふるさと納税がふえてるんですが、ありがたい話だと思うんで

す。ちょっとお聞きしたいのが、この調子でいくと結構いい税収が見込めるんじゃないかなと

思うんです。返礼品もちょっと要るでしょうけど。要は、市長の中で、この集めた、出た利益

の分の、納税の分ですよね。それをどういうふうに使っていきたいとかというのはある程度方

向性がないと、やっぱり何にしても目的がないと、何となくただ財源の埋め合わせみたいにな

っちゃうと思うんですよね。何か目的を持ってやんないと、例えば備前市なんかは学校のエア

コン全部つけるとか、いろいろされてますよね。そういったことも含めて、そういった目的が

あるのかどうかを１つお聞きしたいのと。それをまずちょっとお願いします。 

○市長（友實武則君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、市長。 

○市長（友實武則君） 私のほうから、今の松田委員の答え、大まかなことを説明させていた

だきます。 

 このふるさと納税のことしからの仕組みなんですけども、納税いただいた寄附金、いただい

た財源をどういった分野に使っていくか、寄附をされる方に７項目の希望をとっておりまし

て、その希望に従った使い道っていうことを考えていこうと思っております。その細かい分類

について、また担当のほうからお答えしますんで、よろしくお願いします。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 徳光参与。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） 先ほど市長のほうから説明がありました使途につきまして

でございますけども、大きく分けまして７つ。内訳的には市政全般、これが寄附金額としては

一番大きゅうございます。それから、自然保護、教育振興、福祉増進、産業振興、それから魅

力発信、スポーツという、この７項目で寄附される方の選択ができるようにいたしておりま

す。その他でどれでもいいというのもございますけども、一応御寄附をいただく方にはそうい

った選択項目を設けさせていただいております。 

 以上です。 

○委員（松田 勲君） どれが一番ですか。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） 昨年度でございますけども、一番多いのは市政全般という

ことで、赤磐市のまちづくりを応援しますという方が多うございまして、昨年でございますけ

ども、約1,140万円ぐらいでございます。次に、教育振興、子供たちの教育に充ててほしいと

いう方が738万円ほど。続いて、自然保護、地域の豊かな自然を守ることに使用してほしいと

いう方が660万円程度と、そういうふうな順番になっております。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員。 

○委員（松田 勲君） 今大まかな７項目ですよね。だから、例えば教育だったら、教育の振
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興に具体的にこういうふうに使いたいとか、そういうのを決められてるんかどうかですよね。

ただ何となく教育の予算に入れたんじゃないと思うんです。だから、その辺をちょっとある程

度決められてるんかどうかというの。 

○委員長（北川勝義君） 徳光参与。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） 先ほど言いましたように、ホームページ上などで選択をし

ていただくということから、余り細かい選択のボタンは設けておりませんで、先ほど言いまし

たが、大まかな７項目に使っていただくという形でお申し込みをいただいて……。 

○委員長（北川勝義君） 徳光参与、松田委員はどねえ言ようるというたら、備前市みてえ、

保育料ただにするんじゃとか、返礼品の話はどうでもええんじゃ。例え、そういうことを言よ

うるわけ。今度はスポーツ公園建てるんじゃとかということを、何かあるか、方針があるかと

いうことを言ようるわけ。そりゃ松田さんにゃ、僕が反論しちゃおえんけど、たかだか

3,000万円ほどはした金じゃからできん。はした金言うたら怒られるけど、言葉訂正。やっぱ

しそういうなんじゃから、なかなかできん。備前市みてえ何十億円入ってきたら、できていく

というの計画立てれるけど、これ備前市今立っとる。困るそりゃそのうち、入らんようになっ

たときに。規制もかかったとき。じゃけん、今言うんじゃけど、そりゃあ松田さん言ようるよ

うなこと、今度は市長がその中の７項目の中から考えてもらわにゃあおえんの、これやるとい

うのを。今僕はようわからんじゃけど、松田委員と同じ意見かもしれん。例えば、一つのこと

を何か、サッカー場でもつくるんじゃということを、市民ホールでもつくるんじゃと、そうい

うものへ持っていくんじゃというて言うたら、もっと金が集まるかもしれん。集まらんかもし

れんし。かもかも言うておかしいんじゃけど。そういうなんも立ててほしいということを松田

委員は言わりょうるわけじゃろう、計画ある。 

○委員（松田 勲君） ちょっと。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員。 

○委員（松田 勲君） だから、今は個人のふるさと納税じゃないですか。今度は企業が始ま

るじゃないですか。企業が今度は参入してくると、結構大きな金額にもつながっていくじゃな

いですか。だから、そういうとこ考えたら、もう少し、７項目は納税される方が決めるわけで

しょ。でも、その中でそれをじゃあ具体的に市としてはこれをこういうふうにしたいとか、あ

あいうふうにしたいとか。それをまた市民の方にも、せっかく入ったお金が、入ったんじゃな

あじゃなくて、こういうふうに使われるんだなあとかなれば、また喜びになるし、夢にもなっ

てくると思うんです。だから、金額大小あるかもわかんないけど、これの一部に使いたいと

か、そういったのを。やっぱりそれは市長を中心に考えていかないと、ただ集まった、少なか

った多かったで終わってしまうんじゃないかなと。せっかく地方創生の一環でもあるわけです

から、そういったことも含めてやっていくべきではないかなと思うんですけど、市長はどうで

しょうか。 



- 38 - 

○委員長（北川勝義君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） いい御提案だと思います。これについて、今ふるさと納税、金額が、

おかげなことでふえてきているという中で、この７項目の中で何か将来に残るものとして、こ

れをテーマを決めて、もっとより具体的に使途を明確にするということも必要かと思います。

これからこのふるさと納税を進めていく中で、早期に検討するべき課題として捉まえていきた

いと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員（松田 勲君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、松田委員。 

○委員（松田 勲君） ありがとうございます。だから、そういったことをすることによっ

て、要は、それをまた市民の広報とかにも伝えて、今こういうふうに赤磐市として入ってます

よと、そういった形でやっていきます、またできたら県外出られてる方にも声かけてください

ねとか、そういったこともしていかないといけないんじゃないか。赤磐市からどんどん逆に出

てしもうたら困るんで、そういうことをやってんだなということをしっかり伝えていただきた

いなと思います。 

 それともう一点なんですけど、今たまたまこれ配られて、いいのができたなあとすごく思う

んです。ただ、ちょっと残念なのが、せっかくこの前動画の、今回予算も上げられて、ビデオ

とか映像につながっていくような形に提案させてもらったら、そういう形になったんですけ

ど、この前チラシもありましたよね。じゃから、ああいうチラシだけじゃなくて、こういった

のにもバーコードでできるような、感知できるようなものをつければいいわけですよ。わかり

ます。これだったら、この裏にもそういったものをつけりゃあ、バーコードつけりゃあいいわ

けですよ。今スマホで、若い方はスマホですぐかざして、もう見るわけですよ。でも、そこに

つなげたら、ホームページつながって、そこから動画が出たりとか、できる状態に今なってる

わけでしょ。せっかく、こういったグッズをつくるんだったら、それにつなげていかないと、

ただグッズで終わってしまうんじゃないか。一回だけでも見てくれたら、それでオーケーなわ

けです。だから、これからいろいろ発信するものにそういったものをしっかりつけていただい

て、フェイスブックとかユーチューブとかにつながっていくようなものをつけていただく。こ

の前はそのもとをもう少し充実してくださいよという話をしたと思うんですけど、そこにつな

げるまず入り口をしっかりアピールしていかないと意味ないと思うんです。あのチラシだけで

終わってしまうんじゃなくて、もうこれから赤磐市の広報にもつけていきゃあいいし、いろん

なものを、チラシとかこういったグッズにもつけていく。いろんなものにつけていく。そうい

うふうにしていけば、その中の何人かが見てくださったら、それが広がっていくし、ツイッタ

ーとかにも広がっていきゃあ、また見る人もふえてくると思うんです。だから、そういった工

夫を、せっかくやるんだったら、プラスアルファしていただければと思うんですけど、いかが

でしょうか。 
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○委員長（北川勝義君） 原田部長。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 貴重な御意見をいただきました。ありがとうございます。動

画のほうも御意見を踏まえて、今回補正を出させていただいたものです。 

 実は、今お配りしてるグッズ２つ。ペンとキーホルダーのようなものを置いてますが、それ

はちょっとこのサイトができる前につくったもんでして、まだそこまでいっておりませんでし

た。現在、一番新しくできたのがそこへ、今置かせてもらってる縫いぐるみです。松田委員の

そういった御指摘も踏まえて、つけれるものにはそうやってつけて、サイトへ誘導するような

ことも考えていきたいと思いますので、どうもありがとうございます。 

○委員長（北川勝義君） 僕はちょっと要らんことを言うんじゃけど、余りさっきのふるさと

基金のこっちゃけど、税金のふるさと納税のこっちゃけど、余り過剰に反応せんほうがええと

思うんじゃ。余り備前市みてえ、とっぴのねえことをやって、規制かかって、これよその金の

取り合いじゃが。物をやるからというて。物をくれるから、ええもんくれるけんするのも嫌ら

しいが。本当に純粋にしてくれるというたら、やっぱりこれが、赤磐市がこの後なっても倍ぐ

れえしかならんのじゃねえかと思うんじゃ。純粋にくれるというのは。本当に協力しちゃろう

かというのと、もうそうじゃねえんじゃというて、余り取り合いするべきこっちゃねえかなあ

と一つ思うて。過剰に、松田さんが言うた、こういう目的も立ってというのもわからんこたあ

ねえけど、余り目的ばあ立って、過剰にしょうたら、できんようなことへなるんじゃねえかと

思うて。ちょっと今僕はそういうことを思うとんで。じゃから、ある意味で新聞をきょうくば

ってくれえというのは、コピーをというのは、鏡野町も直さにゃあおえん、出てきょうるから

というんで、ちょっとそこら今思うたんで。これについては市長部局でよう考えて、慎重にや

っていただかにゃあおえんし、何もするな言よんじゃねえんで、目的は持っとかにゃあ、バー

コードもええかも、してもらいてえけど。要らんことで、これは、たまたままだようわからん

けえ、あるけえ、議員に配ってくれえ言うた。ちょっと見てもろうて言ようたんで、せえでこ

れもできとるというんで、できとんだったら見てもろうときゃあええがなという話で。という

のできょうここへ出させてもろうたんで、悪い意味もねえんじゃけど。バーコードのことは僕

は全然わからんのんじゃけど、そこらもいろいろあるんで、してもらいてえと思いますんで、

よろしゅうお願いします。 

 そのくらいでええですな。他にありませんか。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） お尋ねいたします。 

 財源つけかえ、地方創生加速化交付金事業に関係する類なんですが、議会の中で専決のほう

で承認で説明いただいて、７項目かなんかだあっと並んでて、そのうちの５項目ぐらいがあれ

でしたよね。３月のもう議会のほうで既に御説明いただいて、議決通ってる、予算化されてる
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事業でありますけども、これが今回補正のほうで財源をかえるんだということで出ていただい

てますけども、確認なんですが、３月に御説明していただいた内容と、今回改めて補正という

形で出てきているんですが、事業の中身、これ変わってるところっていうのはないですよね。

なければないでいいんです。あれば、あるところを説明いただきたい。 

○委員長（北川勝義君） 直原部長。 

○財務部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 公民連携事業やこうのこと言ようる。 

○副委員長（佐々木雄司君） いや、もう全部ですよ。ですから、つけかえてる、マイナスし

てる分。シティプロモーション、あかいわに戻ろう、こういう類のものです。 

○委員長（北川勝義君） はい、直原部長。 

○財務部長（直原 平君） 地方創生加速化交付金事業につきましては、事業費、さっきおっ

しゃいました8,000万円で、事業としましては３月に御説明をいたしました、１番が28年の当

初予算組み替えのオールあかいわ宣伝隊事業、それから続きましてシティプロモーション事

業、それから移住・定住推進事業、それからあかいわに戻ろうプロジェクト事業、それから公

共施設等総合管理事業、それだけですね。それにつきましては、今回の落とさせていただく事

業、イコールだということで。 

○副委員長（佐々木雄司君） 変更はないということですね。変更ないで。 

○財務部長（直原 平君） はい。 

○副委員長（佐々木雄司君） 変更ありません。 

○財務部長（直原 平君） それから、新たに、この前の説明をさせていただきました吉井川

流域広域観光連携事業、それからあかいわを食べようプロジェクト事業、それからシティプロ

モーション事業のソムリエ協会パートナーシップですか、これにつきましては新たにつけさせ

ていただいておるということです。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 追加のことは追加のこととして、今お話しいただいた分という

のは、３月に出していただいたものと内容は変わりないですね。その確認だけなんです。内容

が変更がなければ、それでいいんです。 

○委員長（北川勝義君） 予算上の切りかえだけで。 

 はい、直原部長。 

○財務部長（直原 平君） 再度でございますけど、変更ございません。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、これで終わりたいと思います。 
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 これでなければ、以上で議第43号平成28年度赤磐市一般会計補正予算（第２号）に関する質

疑を終了したいと思います。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議第41号財産取得についてから議第43号

平成28年度赤磐市一般会計補正予算（第２号）までの３件について採決したいと思います。 

 まず、議第41号財産の取得について、これを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。起立全員です。したがいまして、議第

41号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議第42号赤磐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（赤磐市条例第19号）について、これを原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。起立全員です。したがいまして、議第

42号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議第43号平成28年度赤磐市一般会計補正予算（第２号）について、これを原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございます。起立全員です。したがいまして、議第43号

は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で当委員会に付託された議案の審査は全て終了しました。 

 次に、委員会の閉会中の継続調査及び審査についてを御確認願いたいと思います。 

 お手元に配付しております継続調査及び審査一覧表のとおり、議長に対し閉会中の継続調査

及び審査の申し出をしたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） それでは、このように申し出をいたします。 

 次に、その他に入ります。 

 その他で委員さん、または執行部から何かありましたら発言を願いたいと思います。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 徳光参与。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） それでは、総合政策部の資料をごらんください。 

 その他ということで、まず秘書企画課から(1)岡山連携中枢都市圏の形成に向けた協議につ

きまして御説明をさせていただきます。 

 これにつきましては、５月の総務文教常任委員会でも説明をさせていただきましたことでご
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ざいますけども、まず資料の３ページでございます。これは前回の委員会で説明をさせていた

だきましたので、省略をさせていただきます。 

 続きまして、４ページでございますけども、これが連携取組項目の事務事業でございます

が、全41項目のうち提案をしている事業につきましては、５月の委員会でも説明を申し上げま

したが、資料の１から７にあります７事業でございます。そのうち４番でございます。さきの

委員会におきまして御指摘がございましたので、項目名といたしましては瀬戸駅等鉄道駅と赤

磐市を結ぶ公共交通ネットワーク構築に向けた検討というふうに変更を申し入れているところ

でございます。 

 次に、参画をしている事業でございますけども、これは中ほどにあります……。 

 済いません。先ほどの４の項目でございますけども、これにつきましては５月の委員会の御

意見を踏まえまして、瀬戸駅、万富駅と記載をいたしておりましたところを、岡山市内の鉄道

駅と赤磐を結ぶ公共交通ネットワークの構築に向けた検討を進めていくというふうにいたして

おります。具体的には、東岡山駅というふうな御発言もいただいております。 

 次に、参画をいたしております事業でございますけども、中ほどにあります12の事業でござ

います。これにつきましても……。 

○委員長（北川勝義君） 徳光参与、東岡山という駅は出てこんのじゃろ、まだ。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） はい、項目名としては上げておりませんけども……。 

○委員長（北川勝義君） 今上げとんの瀬戸駅と鉄道駅……。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） と鉄道駅とというふうに……。 

○委員長（北川勝義君） 鉄道駅という……。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） という表現にさせていただいております。 

○総合政策部長（原田昌樹君） だから、この前の御意見踏まえて、東岡山駅等も検討するよ

うに……。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） 念頭に入れまして……。 

○委員長（北川勝義君） 鉄道駅と、等の鉄道駅ととりゃあええんじゃな。 

○総合政策部長（原田昌樹君） そこへ岡山市内の電車の駅ということで。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） 参画している事業につきましては、中ほどにあります12の

事業でございます。 

 また、下段にあります、新たに追加で参画を申し入れている事業でございます。これも先月

の委員会での委員の皆様の御意見を踏まえまして、再度検討した上で、５項目につきまして追

加で参画の申し入れをしているものでございます。 

 なお、参考資料といたしまして別添の３、連携取組項目の（案）の資料を添付させていただ

いておりますけども、先ほど言いました新たに追加で参画を申し入れたものにつきましては、

こちらの一覧表には反映をいたしておりませんので、御了承いただきたいと思います。 
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 続きまして、５ページをごらんください。 

 ４に今後の予定ということでございますけども、資料のとおり、８月に岡山市による連携中

枢都市宣言、９月には連携協約の締結に関する議決をいただくように予定をいたしておりま

す。以下、来年の３月までの予定は資料のとおりでございます。 

 また最後、参考といたしまして、連携中枢都市圏の形成に係る基礎調査の結果についてでご

ざいます。これにつきましては、５月の委員会でアンケート調査、昨年の10月から11月にかけ

て岡山市が実施いたしましたアンケート調査について、赤磐市民及び赤磐市内の企業が回答し

た資料の提出ということで御依頼がございましたので、別添資料１及び２ということで資料を

まとめておりますので、ごらんをいただけたらというふうに思います。 

 また、岡山連携中枢都市圏全体の概況につきましてでございます。これにつきましても、別

添４として岡山市が取りまとめた資料がございますので、御提示をさせていただいておりま

す。 

 また、別添５といたしまして、連携中枢都市圏の形成までのスケジュールの案でございます

が、こちらも御配付をさせていただいておりますので、あわせて後ほどごらんいただければと

いうふうに思います。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、原田部長。 

○総合政策部長（原田昌樹君） ちょっと別添の１をごらんいただけたらと思いますが、前回

の委員会でアンケート回答、市民と企業がしてて、どれぐらいの人数から回答を求めたのかっ

ていうのを、別添１のまず２ページのところをはぐっていただきますと、赤磐市の市民400人

にアンケートを出して、226人から回答がありました。56.5％の回答です。 

 それで、どういった傾向だったのかっていうのをちょっと見ていただくために、３ページと

４ページをごらんください。 

 圏域全体と赤磐市民だけの回答を、このようにちょっと抽出させていただいて、同じような

体裁で取りまとめております。市町連携が求められる分野としては、一番多いのが圏域全体で

は医療、上のとこです、３ページ。４ページでも同じように医療、これ60.8％。その次には交

通ということで、圏域全体で47.6％に対して赤磐市内では51.4％と。こういった同じような傾

向になってございます。 

 それから、５ページ、６ページをちょっと見ていただきますと、公共施設の利用状況と利用

頻度ということで、圏域全体と赤磐市民のみの回答をしてます。コメントは、赤磐市民のみの

ところへ少しコメントを入れとりますが、公共施設の利用状況では利用したことがないという

のが半数になっているとか、それぞれ施設ごとでは図書館が一番利用頻度が高かったりしてお

ります。 

 それから、済いません、７ページと８ページは広域的な利用状況ですので、公共施設の種類
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ごと、これは赤磐市だけの抽出というのはできておりません。 

 それから、９ページ、10ページに今後の公共施設についてということで、アンケートを圏域

全体でしたもの、それと赤磐市民のみの回答を引っ張り出してきております。近隣市町と施設

を共同で利用というのが多くなっております。次いで多いのは施設管理の民間委託や譲渡によ

り経費削減ということで。どういった施設を広域で利用すべきかというのも、同じような傾向

でなっておりまして、スポーツ施設でありますとかごみ処理施設、それから文化ホール、図書

館、そういったところになってございます。 

 それから、11ページは高度医療機関の広域利用状況ということで、これはもう圏域全体にな

っております。 

 それから、13ページと14ページが救急医療への不安と今後のあり方ということで、圏域全体

と赤磐市のみ出しておりますが、不安なこととしては、どちらも夜間休日の救急体制というこ

とでなっておりまして、今後充実すべきものとしては、最後まで住みなれた地域で療養できる

体制であるとか、事故、急病に対応する体制というのが求められているところでございます。 

 それから、15、16ページを見ていただきますと、近隣市町村への交通手段の利用状況という

ことで、圏域全体と赤磐市のみを比較しますと、赤磐市で特筆すべきは鉄道のところが非常に

利用が少なくなっているというところが特徴的なところでございます。 

 それから、17、18ページで地域生活交通の利用と今後のあり方ということで、圏域全体と赤

磐市のみでアンケート比較しておりますが、こちらにつきましても同様な傾向が見られます。 

 これが住民アンケートのほうで、済いません、別添２でございますが、これが企業向けのア

ンケートの状況でございます。 

 １ページをはぐっていただきますと、赤磐市内の企業32社に対してアンケートをしたとこ

ろ、18社から回答があって、56.3％の回答ということでございます。 

 ２ページ、３ページ見ていただきますと、企業活動の状況で、最近５年の売り上げ傾向とし

ましては増加傾向、赤磐市内のほうが少し増加傾向かなと。減少傾向が圏域全体よりは少ない

という状況でございます。経営戦略上の課題は、同じような課題、人材育成、営業販売力の強

化、新市場の開拓というところが課題になってございます。 

 それから、４ページは、圏域全体での企業活動における岡山都市圏域の強みということでご

ざいます。 

 それから、６ページ、７ページで広域的な産業支援策、どういったものが公的な産業振興策

として重視するのか、関心があるかというのを圏域全体と赤磐市の事業所で比較しております

が、同じような傾向が出ておりまして、人材確保、人材育成に対する支援、あとは情報提供、

こういったところを強く重視をされておるようでございます。関心度が高いのはセミナー研修

会、採用時の人材マッチングというところでございます。 

 それから、８ページからはヒアリング調査した結果の企業からのそれぞれの反応を記載して
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おりますが、８ページ、９ページには赤磐市内の企業はなく、10ページのところ、赤字にさせ

ていただいておりますのが、これが赤磐市内の企業からヒアリングの結果得られた意見でござ

います。また、御参考までに。 

 以上が前回の委員会で、赤磐市内の市民であるとか事業所のどういったアンケート結果が出

ているのかということがありましたので、ちょっとデータを岡山市からもらいまして、抽出し

て、このような格好で提示をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○副委員長（佐々木雄司君） 続いてください。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） それでは続きまして、資料のほうは６ページをごらんくだ

さい。 

 シティプロモーション事業の実施についてということでございます。 

 まず、１番目でございますけども、宇宙飛行士講演会の開催ということでございます。シテ

ィプロモーション事業の一環といたしまして、広報効果のある著名な方をお呼びしてというこ

とでございました。その中で、宇宙飛行士を招いて講演会を開かせていただこうということで

進めております。日にちは来月の７月22日金曜日で、午後６時30分からでございます。資料の

ほうは別添の資料もごらんください。場所は山陽ふれあい公園においてでございます。講師に

は、昨年国際宇宙ステーションの第44次、第45次の長期滞在のクルーとして宇宙に141日間滞

在をされました、宇宙飛行士の油井亀美也さんに現在依頼を行っております。市民の方への周

知につきましては、お手元のチラシを広報７月号の裏表紙に掲載をさせていただいて、全戸に

お知らせをすることといたしております。一人でも多くの方に御来場いただけるように、今後

しっかりとＰＲしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、前回の５月27日の全員協議会で原田部長のほうから御案内をさせていただいておりま

すけども、映画を活用したＰＲ活動ということで、映画の認知度の向上と３作目の映画への関

心を高めていただく、期待感を高めていただくということを目的といたしまして、あす、あさ

っての２日間、「種まく旅人」シリーズの第２作目となる「種まく旅人～くにうみの郷～」の

上映会を開催をいたします。この映画「種まく旅人」シリーズは、第１次産業をテーマとした

映画でございまして、日本の農業が抱える高齢化や後継者不足などの問題の解決の方向性を提

起する映画となっております。ぜひ、こちらも多くの方にごらんをいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それから、ロケ地マップでございます。これにつきましても、５月27日の全員協議会の際に

お配りをさせていただいておりますけども、こちらも広報７月号と一緒に全戸配布をさせてい

ただくことといたしております。さらに、今後は観光案内所等に設置をするほか、市のいろい

ろなイベント等でも配布をいたしまして、ロケ地に多くの方が訪れていただけるようにＰＲを

していく予定でございます。議員の方におかれましても、お配りいただけるようでありました



- 46 - 

ら、秘書企画のほうに声をかけていただければ、お渡しをさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 最後に、５月の委員会でも御提案をいただきました、当市のマスコットキャラクターあかい

わモモちゃんにつきましてのグッズでございますが、先ほども委員長のほうからも御紹介あり

ました、前に置かせていただいております縫いぐるみができておりますし、またお手元に御配

付をいただきましたキーホルダーあるいはボールペンというものが現在できております。先ほ

どもいろいろと貴重な御提案をいただきましたけども、今後製作をいたします、今予定でござ

いますが、母子手帳のカバーであるとかマグカップ、シール、ファイル等々計画をいたしてお

りますけども、こういったものにも使いまして、ＰＲをしていきたいというふうに思っており

ます。このあかいわモモちゃんが市民の皆様に愛着と親しみを持ってもらえるよう、またこの

モモちゃんの認知度が向上することによりまして、赤磐市の知名度も向上になるようにＰＲを

していきたいと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） 参与、何ぼぐらいなら、こりゃ。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） まだ決定はいたしておりませんけども、おおむね2,000円

程度を予定をいたしております。 

○委員長（北川勝義君） それをわしが、みんながどう言うかというのを聞いてみちゃらにゃ

あおえんと思うた。2,000円というたら、下山さん遠慮するなあ。1,000円でも500円でもわし

はええけど。 

○総合政策部参与（徳光哲也君） 秘書企画課からは以上です。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 委員長、遠藤です。 

○委員長（北川勝義君） はい、遠藤課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 続きまして、８ページをごらんください。 

 先ほど副委員長からも御質問がございました、赤磐市嘱託職員の移住コンシェルジュを募集

しますというチラシを入れさせていただいております。これのほうも、お断り申し上げるんで

すが、７月号の広報に折り込みで入れさせていただいております。移住の相談の対応ですとか

情報発信、おためし住宅などの利活用などについてお手伝いをいただける方をということで募

集をさせていただいております。 

 実を申し上げますと、地域おこし協力隊で昨年度の後半から募集をかけておりました。２度

も募集をさせていただいたんですが、適当な方の応募がございませんでした。ということで検

討いたしまして、ですので副委員長がおっしゃられるスキルのある方、こういう方を私どもの

ほうとしても、できればありがたいとは思っているんですが、４月から定住促進班ということ

で専従の職員。もちろん専従の職員がここにあります内容もやって、取り組んでおりますの

で、このあたりをフォローといいますか、お手伝いをしていただくということで、嘱託職員さ

んということで今回１名募集をさせていただいております。 
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 ありがたいことに、地域おこし協力隊と同様の総務省のほうの特別交付税の財源の手当てを

いただけるということになっておりますので、そのあたりも活用させていただけたらなあと思

っております。委員の皆様におかれましても、御推薦いただけるような方がおられましたら、

ぜひお声かけいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。 

 総合政策部は以上でございます。 

○管財課長（小坂憲広君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○管財課長（小坂憲広君） 管財課からは２件御報告をさせていただきます。 

 資料のほうになります。 

 まず１件目ですが、補正予算（第２号）に関連するものでございます。こちらのほう、公民

連携事業について御報告させていただきます。 

 この件につきましては、５月の総務文教委員会におきまして、事務局の認識不足、説明不足

によりまして皆様に大変御迷惑をおかけしたことを、この場をおかりしておわび申し上げま

す。大変申しわけございませんでした。 

 改めまして、平成28年３月に策定しました赤磐市公共施設等総合管理計画の推進についてか

ら説明をさせていただきます。 

 この件につきましては、資料の１ページ、２ページのほうに、赤磐市公共施設等総合管理計

画の位置づけ、目的、それから施設類型ごとの管理に関する基本的な方針をつけさせていただ

いております。この計画をもとに、今年度から施設ごとに個別の施設の実施計画というものを

策定していく予定にいたしております。分類といたしましては、機能の集約化、複合化、転

用、それから修繕を施すことによる長寿命化、それから廃止などがありますが、公共資産の利

活用をしていく上での一つの手法としまして民間の活力を導入した公民連携によるものがあり

ます。ことしですが、先ほど財務部長からも説明をさせていただきましたが、今年度から事業

を進めていく中で、職員の専門知識、それから市民の方への普及啓発、人材の発掘、育成、赤

磐市に合った民間活力の導入のための仕組みづくりなどが必要となってきます。これらの専門

知識や経験を有したコンサルタント等からのサポートを受けながら、事業のほうを進めていき

たいと考えております。ことしは業者選定につきましては、今後公募によって選定する予定に

いたしております。 

 公民連携事業については以上でございます。 

 それから、資料の２番目につきましては、先ほど補正予算のほうの説明をさせていただきま

したので、割愛させていただきます。 

 一番下の３番、その他になります。桜が丘東６丁目の市有地利用要望に対する辞退について

ということで載せさせていただいております。こちらのほうですが、資料の３ページ目にちょ

っと地図をつけております。桜が丘東６丁目６－629番地ということになります。こちらのほ
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うですが、かねてから環太平洋大学からソフトボール場として使用したいという要望がありま

した。これが旧の中学校用地になります。この件につきましては、平成20年に大学側から打診

がありまして、現在まで大学において使用についての検討を重ねた結果、この場所での使用が

困難との判断をしましたという旨の正式な通知がありましたので、ここでの使用は辞退します

という通知がありましたので、御報告をさせていただきます。 

 以上でございます。 

○消防本部消防総務課長（井元官史君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○消防本部消防総務課長（井元官史君） 平成28年５月17日、岡山県消防学校で開催されまし

た第63回岡山県消防操法訓練大会においての結果の報告をさせていただきます。 

 赤磐市の代表としまして吉井方面隊第１分団第３部、福田地区が小型ポンプ操法の部へ参加

しました。出場チーム21チームの中、非公式ではありますが、９位の成績をおさめることがで

きました。当日は、御多忙中にもかかわらず足を運んでいただき、熱い御声援をいただき大変

ありがとうございました。今後とも、消防団活動におきましては格別な御理解と御支援、御協

力を賜りたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 なお、資料としまして公式発表されてる自動車ポンプの部と小型ポンプの部の６位までの成

績表を添付させていただいてますので、ごらんいただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか、執行部。 

○副市長（内田慶史君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 内田副市長。 

○副市長（内田慶史君） それでは、私のほうから赤坂地域の統合保育園建築工事に係ります

開札の結果について、口頭でございますけれども、報告をさせていただきたいと思います。 

 一昨日、６月15日の日に共同請負方式によりまして一般競争入札を実施いたしましたとこ

ろ、３社が応札をいたしましたが、いずれの業者につきましても見積額が市の予定価格、これ

は税抜きでありますけれども、２億7,775万円を上回りまして、不落の結果と相なっておりま

す。これにつきましては、担当部局で早急にこの原因を検証いたしまして、今後の対応策を検

討することといたしております。調査が終わり次第、内部調査が終わり次第、本委員会にも再

度御報告なり、協議を申し上げたいというふうに考えております。 

 なお、この件につきましては、契約議案を６月議会の最終日に追加上程の予定でございまし

たけれども、こういった不落という状況から、上程はございませんので、よろしくお願いをい

たしたいと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明が終わりました。 
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 何か質問ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） ちょっと１点だけ、ええんじゃけど、ちょっといろいろ言うて、こ

の赤坂のことで今内田副市長が言われた話なんじゃけど、こりゃあ赤磐市でＪＶを組まれてや

られたということで、３社応募があったというて、これええこっちゃと思うんで、不調に終わ

ったということは仕方なかったというんか、地場産業育成ということでええと思うんですけ

ど。これした設計のことで、別にええんじゃけど、設計した業者が公募でやっとったんじゃけ

ど、設計した業者が津山市じゃ36点ほどしか再評価点数がない。大体、再評価というて70点ぐ

らい、再評価しかなかったというんじゃけど、そりゃあもう執行部も知られとったんじゃねえ

かと思うんじゃけど、そりゃええ設計にしとったんかもしれんけど、じゃけど、それとは関係

ねえんじゃろう。設計が悪かったというんでもねえ、調査せにゃあ、これから内部調査してい

く言われたんじゃけど、内部だけじゃのうて、外部の設計者も踏まえて調査すべきじゃねえか

なあとちょっと思うたんです。どんなですか。 

 内田副市長。 

○副市長（内田慶史君） 先ほども申し上げましたとおり、これから内部のほうで、担当部局

におきまして設計書とか仕様書等を精査、検証に入ります。そういったことから、きょうここ

ではっきりしたことは申し上げられませんけれども、後刻調査が終わり次第、また皆様方に御

報告、そういった点も含めて御報告を申し上げたいというふうに思います。 

○委員長（北川勝義君） いや、僕は難しい話ししょんじゃのうて、この内部調査するけん、

内部でして、設計のを見れる能力を持たれとるかなということを言ようるわけ。津山市やこう

見れる者おって、これ出たんがどうじゃというて再評価をしたら、このした設計業者は36点し

かなかったという。普通70点ぐらい。36点しかなかったという。それがええか悪いかわから

ん、そうなっとったと。だから、内部の人が調査できるんじゃったらええ。調査できんのじゃ

ったら、内部調査はええよ。設計についての、不調に終わったときのじゃけえ、何でかってい

うたら、設計者のも入れてせなんだらわからんじゃねえかなと。ちょっと設計者も調べにゃわ

からんじゃねえかなということを言いたかったんで、そういう意味のこと。職員が内部調査し

て、設計はこれがええか悪いかというて見れる能力がねえんじゃねえかなあと思うたというこ

とを言ようるだけ。どんなですか、そりゃあ。 

○副市長（内田慶史君） 設計をした業者も、それから内部的にも他の部局に建築の有資格者

もございますので、そういったところとも内部で力を合わせて検証してみたいというふうに思

います。 

○委員長（北川勝義君） このことに関して、赤磐にやこうはもうあれねえんじゃろう。津山

やこうとか岡山やこうじゃったら、調査するが。した過去どうじゃったというの、そういう検

証するのはねえんじゃろう、そういう組織というのは。 
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○副市長（内田慶史君） それはございません。 

○委員長（北川勝義君） ねえんでしょう。 

○副市長（内田慶史君） はい。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。 

 他にありませんか。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい。お尋ねはいいんですか、その他について。 

○委員（下山哲司君） ほんなら、先尋ねて。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 先ほど遠藤課長のほうにお尋ねした内容なんですが、もう既に

４月のほうにこれをお出しになられてるということなんですが、それに加えて、今の御説明い

ただいたら、２回募集したけども、どなたの御応募もなかったということです。これ市長どう

なんですかね、移住コンシェルジュというと、シティプロモーションといいますか、地方創生

の部分の非常に大きな役割を果たすような方になるように思うんです。こういう移住コンシェ

ルジュと言われる方が非常に能力たけて、多方面に幅広く見識を持たれて、お働きいただける

ということになりましたら、空き家対策みたいなものにも新しく何か風を吹き込んでいただけ

るような気もしますし、もう本当に有効に使えるところではないかなあと思ったりするんで

す。ということになりましたら、そういった方、先ほどのどこかのお話じゃないですけども、

そういった方を月額18万9,000円で嘱託で雇おうということになると、これちょっと極めて困

難なのかなあと思ったりします。国のほうが18万9,000円出してくださるのであれば、これに

うちのほうから幾らかの財源を乗せて、それで有能な人材を獲得するというような考え方って

いうのできないでしょうか。政策法務を取り入れたときのように、赤磐市に必要なものなので

あれば、それはやっぱりお金かけていかなきゃいけないと思うんですよ。いや、そうではなく

て、移住コンシェルジュというのはもう国のほうからいただいたんで、何か使わなければいけ

ないから、この分野使おうと。使う限りには、その予算を埋めとかないといけないから、誰で

もいいんだというような話ならば別ですけど、まさかそんな話にはならないと思うんですよ。

本気で考えていらっしゃると思うので。であれば、やっぱりこういうところにもっとお金を、

財源かけて、予算かけて対応するべきではないかなあと思うんですが、市長そこら辺の思惑と

いいますか、考え方っていうのは何かお持ちでしょうか。 

○市長（友實武則君） はい、委員長、市長、友實。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） 御提案ありがとうございます。この移住コンシェルジュについて何と

か優秀な人材を確保したいという思いは佐々木委員と同じでございます。そういう中で、今募

集をしようとしている形で求める人材がおいでいただければ本当にありがたいことなんですけ

ども、人材がもし残念なことになれば、また次の手も考えながらやらせていただきます。そう
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いった検討も同時並行でやらせていただきますので、御理解よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） これは専従になるんですね、嘱託になりますから。兼業じゃだ

めなんですよね。もう専従でやっていただくんですね。どっかの例えばコンサル会社さん、こ

ういったようなことを、不動産のような方をおやりになられてる方が同時にうちで、こんだけ

の金額でやるんであれば、ちょっとやりましょうか、ジスセクションかけてというような形

で。という形にはなってないわけですね。もう嘱託で雇うということですか。いえ、手を挙げ

ていただいて、お答えいただいて。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 副委員長御指摘のとおりでございまして、今

回のコンシェルジュさんということで、嘱託職員の方は専従でございます。専従でお願いする

ということで募集をさせていただこうと思っております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） ちょっとその116時間を超えんというんがあろう、１カ月。そうし

たら、ぼっけえ割り算しょうたら、８時間労働しょうたら十四、五日しかねえけん、２週間ほ

どしか来んということ、８時間でしたら。例えば、割り算してみたんじゃ。ということ。それ

とも、４時間労働で帰るわけ。 

○委員（松田 勲君） ９時４時。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 済いません、説明が……。 

○委員長（北川勝義君） ９時４時じゃったらならんがな。 

○委員（松田 勲君） ８時間にはならん。 

○委員長（北川勝義君） ならんし、違う違う。そうしたら、14日か15日ほどの勤務で終わる

ようになるんで。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） 週５日の９時から４時ということを基本にし

ておりますので。 

○委員長（北川勝義君） 20日は来るというこっちゃな。 

○まち・ひと・しごと創生課長（遠藤健一君） そうです、そうです。 

○委員長（北川勝義君） それ合わんがななあ。おかしい。 

 下山委員。 

○委員（下山哲司君） よろしいですか。 

○委員長（北川勝義君） よろしい。 
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○委員（下山哲司君） 佐々木委員が言われたんで、僕も言おうか思ようたんじゃけど、馬路

村のあの農協の職員さん、それから上勝町の葉っぱを売った職員さん。あの人の話。やっぱ

し、僕がさっきも言ようたんじゃけど、こういうことをやるにはやっぱし気力と金が必要なん

よ。成功さすためにやるんか、お金がこんだけあるからやるんか。僕どっちのも話聞いとんで

すよ、２人とも。じゃから、関心があるから言うんじゃけど、やっぱしこれを何とかせにゃあ

いけん思うてやるのと、もう全くお金があるから、こんだけの部分だけやるんじゃ。それじゃ

あ全く100％成功せんと。お二方の話を聞いたら、あっなるほどなあ言えるような説明をして

くださる。だから、そういうノウハウを勉強してかからなんだら、そりゃもう100％無理じゃ

と。じゃから、そういう部分の考えをちょっと勉強してください。もうそれで終わります。 

○委員長（北川勝義君） ここへ書いとるがな、やる気のある人というて。 

○委員（松田 勲君） ちょっといいですか。 

○委員長（北川勝義君） ６時間。ちょっと先、待って、もうすぐ。5.8時間ぐらいになっ

た、ええんじゃけど、６時間じゃけど、極端な話は116時間を超えんということは、こんなこ

とこだわりょんじゃねえんじゃけど、何か一生懸命やりょうて、頑張りょうたとき、116時間

来たら帰らにゃおえんわな。いやいや、わかろう、言ようること。ねえということ、こりゃち

ょっとそりゃあ臨機応変、以内かなんか、超えない範囲で調整をというて、何かちょっと。や

る気がある者じゃったら、116時間超えてもするぞ。するぞ言うたら言い方おかしい。せられ

ると思います。そういうように何かせなんだらおかしいんかなと。よろしいです。 

○委員（下山哲司君） 寝れんぐれえやる言うか。 

○委員長（北川勝義君） 逆になあ。これちょっと要らんことを言うんじゃねえんじゃけど、

移住のこともええんじゃ、体験とかというておためし住宅へ住んでやりょうたら、悪いけど、

ずっとやりょんと同じことなん。何時間でも、夜の10時でも話ししょうるが。それも一つの時

間じゃが。じゃから、こけえ来てから市役所の中でこれだけしょんのが仕事じゃ全然ねえが。

そういうことが出てきたときに、どこで判断。それ申告制じゃけんええんじゃけど、やっぱそ

こらちょっといろいろ思うた。僕はよろしい、また。今そういう危惧があったんで。 

 松田さん。 

○委員（松田 勲君） だから、皆さんと僕も一緒なんですけど、金額は例えば安いと。で

も、例えばこれ３年ぐらいたったら、正職員になれるとか、何か別のとこへこういうのがある

とか、目的があれば、多分頑張れると思うんですよ。ただ、地域おこし隊なんか３年たったら

切られるんですよ。若い方がせっかく東京とかから来ても、３年たったら切られるんですよ。

でも、やっとここまで来たというところでやめにゃあいけん状況になるんですよね。だから、

そういう意味では本当に、例えば若い方が、こういう専門的なことになるんかもわからんけ

ど、こういう方が来られて、夢が持てないというか。次につなげていけるものが見えたら、多

分頑張れると思いますけど、短期労働者みたいな形でやるんだったら、なかなかそういったい
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い方が来られないんじゃないかなと。そういったことも含めて、やっぱりちょっと考えるべき

じゃないかなあと。せっかくやるんだったら、さっき下山さん言われたように、もう本当にや

る気が起こるようなものをちょっとしていかないと、人は来ないんじゃないかなと思うんで

す。中途半端だったらせんほうがいいと思うし、ただ国から来たからやるとかじゃなくて、本

当に赤磐市の地域おこし含めて、こういったことも含めてやっていくというんだったら、やっ

ぱりそれなりのことをしていかないと、国のプラス赤磐市独自の施策でしていかないと来ない

んじゃないかなと思うんですけど、どんなでしょうか。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと松田さん関連なんじゃけど、僕が質問しちゃいけんけど、

意見言うたら、18万9,000円じゃろう。約20万円ほど、計算したら、そこそこ新卒の者や再雇

用の人やこうよりはええが、金額が。 

○委員（松田 勲君） 大卒だったら。 

○委員長（北川勝義君） 違う違う、極端な話、再雇用やこうたあはるかにええがな。それで

再任用ええし。それからもうこりゃ、市長のほうに考え方聞きてえ、こういう補助金があるけ

えやるというの、僕らもこういうことばあ言う、補助金があるけんやるというのもあるんじゃ

けど、それはじゃのうて、この移住促進班というか係でもつくって、係長でも置いて、市役所

の中でそれつくって、それでこういう職員を１人はバイトとかというて入れるんで18万円とか

というのをせなんだら、これを入れて、松田さんが言よる話で、３年後には使うちゃるんじゃ

ったら、職員を削減していきょんのに使うちゃるんかというて今度は逆になってくるけえ、や

っぱりそういうのをはっきり。こういう事業を出すんじゃったら、部長、僕が思うたんがちょ

っと余りそう本気で考えてねえ言うたらおえんけど、僕が思うた。例えば、交通対策課じゃと

かつくれとかというて前言ようたんと同じで、せえからこんなんじゃったら、移住係とか、移

住課までせんでええ、移住係というのをつくって、その中へ職員を、こういう１人はバイトで

もらうとか、２人おってする。そういうことをせなんだら、体制でせなんだら、これもう何か

補助金もろうただけをしたんかなあと思うて。専門でしょうらんがな、おめえ。おりまっせと

いうて。 

 大体、この空き家対策やこうでも、いろいろな空き家対策、移住の相談で空き家対策という

て言うたりするが、空き家対策やこうもうむちゃくちゃ難しいんじゃ、利活用。空き家対策や

こうすること自体間違うとん、僕の論理から言わせたら、どう考えても。空き家対策した人が

定住してくれることはねえ。空き家対策したら、例えば僕でもええ。僕の家でもええ、下山さ

んとこの家でもええ。そうしたら、必ずそこへ、もし吉井へ家があって、山陽へ家を建っとん

じゃったら、吉井の家には仏壇があったとか、たんすがあったとか、人に貸せれんようなこと

になるわけ。うめえこと２階だけ区切れるようになっとりゃあええけど、下へは布団もあった

り、たんすもあったりして、こりゃ片づけにゃあ貸せれんと。兄弟もおるから、たまに墓参り

帰ってくる者もおるけん、あけとかにゃあいけんのじゃというて貸さんというのもあるわけ。
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わかるかな、言よること。じゃけん、こんなことやっても、こんな力がねかったら、これよっ

ぽど地元で力持って、精通しとる者じゃねえとできんわけなんじゃ。それよりゃあ、やっぱり

不動産屋やこうに、これ要らんじゃったら、もう家を片づけて、売ってもろうて、新規で来た

ときに、今ごろそこへ定住してもらうことを考えるんよ。それのほうがかえってええんじゃ。

要らんことの、結果的に、僕は名前は言わんが、あるときうちの中村地区へ空き家対策で来て

おられる。草刈るんも車をどけん、ごみは固まってする、検査はねえ、置いて困って、５遍も

６遍もよう言うて、近所中から言うて弱って、そういう人もおられるんじゃ、現実に。 

 じゃあけん、余りこれするんじゃったら、今遠藤課長がおるんじゃとか何か言いそうなかっ

たけん、僕は専従のやっぱり係というんか、専属の人をぴちっとつけて、それに今度はこうい

う人を入れるようなことをしたら充実。せえで、今松田委員が言われた話じゃねえけど、将来

的には、職員の削減もあるんじゃけど、こういうとこはこの部署は力入れるけん、３年後には

続いて来てくれる者を入れちゃるんじゃ言わにゃあ。今回やこうでも、ただの半年だけ来てく

れえというて、なかなかそねえな、季節労働でやめてから、おめえ、２カ月だけ今田植えの時

期だけ来てください、あとは要りませんというて言うたら、誰も来んわ、そりゃなかなか。せ

えから、25万円とか35万円くれて、40万円とかというんじゃ来るかもしれん。銭金じゃねえけ

どな、と思うたんです。 

 はい、原田部長。 

○総合政策部長（原田昌樹君） ちょっとお二人の御質問にあわせてお答えするようになるん

ですが、一応この４月１日からまち・ひと・しごと創生課に定住促進班ということで専従の職

員２名を……。 

○委員長（北川勝義君） 誰がおるん。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 班長は金谷、それからもう一人担当、光友ということで、女

性２人を配置して、きめ細かく対応できるように今対応しているところでございます。それを

フォローする意味で、今回移住コンシェルジュということで募集をかけております。御報告が

漏れておりましたかもしれませんが、したと思いますが、思い起こしていただければ、済いま

せん。女性２人おりますので、それで遠藤課長の下で頑張っております。 

 それで、そこへさらにもう一人……。 

○委員長（北川勝義君） ざまの悪い質問しょうる。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 済いません。だから、早う手を挙げようたんですけども。 

 それから、この後そこへ、当初予算では地域おこし協力隊で入れようとしてたんですが、や

はり外から来た人で、なかなかいい人が、２回募集したんですけど、集まってきませんでした

ので、今回ちょっと募集のやり方を変えて、この地域の人とかを中心に募集してみようという

ことで、市の予算としては確保してるんですが、国の予算がついてるわけではなくて、これは

実施したら特別交付税で後々措置されるというものでございます。 
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 それから、そこへ半年で切るというんではなくて、更新の場合もあるということで、いい人

であれば、また再度更新をしていきたいと考えておりますし、非常に優秀な方が来ていただけ

るんであれば、将来的には、またこれは御相談をさせていただかにゃいけんのんですけど、こ

ういった移住を専門にやるようなＮＰＯでも立ち上げていただければ、そういったところへの

委託というような方式も考えられるのかなというふうには、将来的な想定としては、そういっ

たことをすれば、逆に継続して、いい人ならやってもらえるのかなというふうなことも思い描

いてはいるところでございます。ちょっと将来的なことも、そういった個人的な見通しではあ

るんですが、思いながら、ちょっとこういったことでまずはいい人が来てくれることを祈って

募集をかけさせていただきたいと思っておりますので、いい人がおられましたら、御推薦のほ

うよろしくお願いいたします。 

○副委員長（佐々木雄司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） それはそれとして、もう一点ちょっとお尋ねするんですが、先

ほどの岡山連携中枢都市圏の形成に係る住民アンケート。これをずうっと拝見させていただい

ておりましたら、おっしゃられるように、岡山で全体的におとりになられたものと赤磐市を対

比していただいたら、ほとんど全体的な考え方の中に赤磐市も入ってくるということがわかっ

てきました。それで読み続けていきますと、最後のほうなんですが、救急医療への不安と今後

のあり方ということで、赤磐市も同様の結果が圏域全体と同じようなものが出ているわけであ

ります。 

 他方、じゃあそういったような取り組みがどの程度話し合われているのかなあということ

で、連携取組項目、別添の３でありますけども、拝見させていただいたら、多分１ページ目の

裏面、生活機能の強化に係る分野で介護というようなところで分野その他、在宅医療・介護推

進の連携強化ということで書かれているのみで、ほかにアンケート結果が反映してるようなと

ころというのが全くないような気がするんですが、どっか反映してますかねえというところ

と。 

 もし、この在宅医療というのが、このアの介護のその他分野、その他の部分ですけども、こ

ういったようなところに含まれているにしましても、ちょっと内容が在宅介護ということであ

れば違いますよね。在宅医療とは。同じ医療でも違いますよねと、方針がと。アンケート、民

意は、救急医療あるいは困ったときに診ていただける、近くに信用を置けるお医者さんの必要

性を感じていらっしゃるし、赤磐市もそういったぐあいに市民のほうも感じていらっしゃいま

すよというものが出てるわけです。にもかかわらず、ここにないんですがということなんです

けども。どなたか、その考え方教えていただけますか。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 原田部長。 
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○総合政策部長（原田昌樹君） 救急医療に関しましては、県の保健所とかが中心になって、

広域で救急医療の協議会のようなものがございます。その中で、このあたりですと県南東部の

救急医療圏の中でどういった対応をしていくかというのが、県のほうで医療計画のようなもの

を作成しながら、対応についてもやっていっているというのが現実的なところでございます。 

 今回は、この対応を考える中で、具体的な取り組み項目としては医療は上がってはないんで

すが、そちらのほうでいろいろ検討しているということで上がってないんではないのかなあと

いうふうにはちょっと推察はしてるんですが。 

○副委員長（佐々木雄司君） いいですか。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） それがあるから、あえて取り扱ってないんだということ、それ

が答えならば、しっかりそれを地域に根差した形で、市民不安につながらないようにお願いし

ますねという話になるんですが。しかしながら、お話を整理ずっとしてまいりましたら、要す

るにこのアンケート結果をもとに、こういったような連携取組項目というものをつくっていき

ましょうという話に移っていったんであれば、アンケート結果こう出ているのに反映してない

っていうのは、ちょっとやっぱりどうなのかなあと思うんですよ。だから、うちの赤磐、医療

の問題については非常に根深い問題もあって、皆さんの期待が高い分野ですから、むしろうち

の赤磐のほうから、もう一度地域医療というような形で地域医療の復興と、地域の安心・安全

を守る医療制度の確立というようなものをうちの赤磐市のほうから出していってもいいんじゃ

ないかなあと。というのは、備前市は行政病院あります。瀬戸内市も新しく行政病院つくりま

した。いろいろなところで行政病院が新しくなったり、更新されたり、機能強化受けてる中、

うちの赤磐市はどうなんですかっていったら、そういう周辺に赤磐市の医療が委ねられてる

と、民間にというような状態になってますから、当然アンケート調査にそういったもの反映し

てくるんだろうなあと。だから、本当これ正味のアンケート結果なんだろうと僕思ってるんで

すよ。であれば、これを重く捉えて、何か提案ごとみたいなものできるんではないのかなあ

と。いや、県のその施行だけじゃだめですよと、うちの赤磐市の独自のものをやらせてくださ

いよって話もあるんじゃないかなあと思うんですが、どんなんでしょうか、そこら辺は。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、原田部長。 

○総合政策部長（原田昌樹君） 当初、医療の関係もそういった項目としてはあったんです

が、そういった救急医療の別の組織があるということで、その検討項目が41項目に絞られる段

階で抜けたというふうには聞いておるんですが。 

○委員長（北川勝義君） 部長、15ページの高次都市機能の集積状況の１で医療というのがあ

ろう。 

○総合政策部長（原田昌樹君） はい。 
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○副委員長（佐々木雄司君） 都市圏データ。 

○委員長（北川勝義君） ほん、都市圏データ。県南東部というとけえある。それでするとい

う意味で抜けとると僕はそう思ようたんじゃけど、そうでもねえん。そう。 

○総合政策部長（原田昌樹君） そうです。県南東部というのが……。 

○委員長（北川勝義君） 前、市長ずうっと言ようたが、岡山連携して救急医療のやるという

て。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） 医療に関しては、担当の常任が厚生になりまして、こちらに担当がお

りませんので、私のほうから説明をさせていただきます。 

 医療については、今委員長がおっしゃいましたように、県南東部ブロックというふうに岡山

県を分割しておりまして、赤磐市は県南東部ブロックのほうに属しておりまして、この県南東

部ブロックの中には岡山市も含まれておりまして、この中での、例えば病院のベッドとかの割

り振りが決まってまいります。そういった会議には当然私も出席して、いろんな意見を述べさ

せていただいて、岡山市あるいは周辺の市と医療の連携が深まるよう努めてまいります。 

 それとはまた別に、赤磐市と岡山市、佐々木委員がおっしゃるように、別の意味で連携も深

める必要性は十分にございます。そういったことで、この広域連携とは別に、岡山市と赤磐

市、医療関係の担当課同士の密な連絡、連携を図るよう、昨年もミーティング等をやらせてい

ただいております。そういう中で具体的に何ができるか、これからの検討になろうかと思いま

すんで、そういった連携は深めていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○副委員長（佐々木雄司君） 市長ありがとうございます。期待しておりますので、ぜひ頑張

ってください。 

 ただ、市長、今委員長のほうが御紹介いただいた都市圏データですね、別添４。この15ペー

ジ、高次機能の集積状況というとこを見ていただいたらわかるんですが、赤磐市が一番このブ

ロックの中で数字が悪いです。医師不足、医療体制の不備、不十分、これがあらわれているよ

うな状態だと思います。医療はもうあったものがなくなって、皆さん、特に心配、不安になら

れてる方がいらっしゃる現状があるわけですから、この数字を重く見ていただいて、その不安

解消。医療の面での不安解消。別のもので満足させるのではなくて、医療がなくなったことに

よって多くの不安が生まれてるわけですから、医療によって埋め合わせる。この原理原則を感

じていただいて、この数値の改善、ここも市民サービスの向上というところで考えていただき

たいなあと思います。これ僕の考え方といいますか、そうあってほしいなあという願いであり
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ますから、ぜひよろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） それ要望ということで。 

○副委員長（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、これでその他を終わりたいと思います。 

 以上をもちまして第６回の総務文教常任委員会を閉会したいと思います。 

 閉会に当たりまして、杉山教育長のほうから御挨拶いただきたいと思います。 

○教育長（杉山高志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、教育長。 

○教育長（杉山高志君） 本日は、総務文教常任委員会に付託されました議第41号から議第

43号の３議案につきまして、慎重に審査をしていただき、また全委員御賛同のもと原案のとお

り可決していただきました。本当にありがとうございました。 

 また、関係部署からの事業の進捗状況につきまして、貴重な御意見をいただきました。いた

だいた御意見をしっかり参考にしながら事業を進捗してまいります。 

 また、本日も御指摘をいただきました、わかりやすい説明、これを私たちしっかり心がけて

まいります。 

 本日は大変ありがとうございました。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。 

 皆さん、本日は大変御苦労さまです。 

 これで本日の委員会を閉会いたします。 

 なお、委員長報告につきましては委員長に一任させていただきたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） それでは、そのようにさせていただきます。 

 皆さん、大変御苦労さまでした。 

 終わります。 

              午後０時52分 閉会 

 


